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平成 18 年「障害者区議会」概要 

 

開催日時・場所 

平成 18 年 12 月 14 日（木） 

午後 2 時～4 時 30 分 

杉並区議会議場 

 

 

テーマ 

「地域で自立して生活するために」 

 

 

出席者 

○障害者議員（参加対象者） 

区内在住等の障害者 40 名（うち代表質問者 12 名）  

（内訳）知的障害者     24 名（うち代表質問者 6 名） 

精神障害者      7 名（うち代表質問者 3 名） 

高次脳機能障害者    1 名（うち代表質問者 1 名） 

身体障害者          8 名（うち代表質問者 2 名） 

○区 側 (区長、助役、教育長、収入役、代表監査委員、各部(館)長等） 

○議会側 (区議会議長、同事務局長等) 

 

 

 

傍聴者（報道関係者含む。） 

 89 名（議場傍聴席 70 名。モニターを設置した別室 19 名。） 

 

 

会議次第 

13:50     障害者議員入場 

13:55     議員証交付、障害者議員紹介 

14:00     開会 

        区長あいさつ 

署名議員指名、説明員（理事者）紹介 

会期決定 

14:05～14:45  質疑応答（第 1 グループ 6 名が質問、答弁） 

14:45～15:05  休憩 

15:05～16:30  質疑応答（第 2・3 グループ 6名が質問、答弁） 

区長あいさつ、区議会議長あいさつ 

16:30      閉会 
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平成 18 年「障害者区議会」出席者名簿 

 

 
【障害者議員】                            （敬称略） 

議席番号 質問順 議 員 氏 名 議席番号 質問順 議 員 氏 名 

1   菊地 浩昭 21 ③ 重久 正行 

2   猪股 智子 22   近藤 知之 

3   田中 崇 23   牛尾 公彦 

4 ⑪ 大沢 征子 24   大竹 正夫 

5   浜田 久子 25   土屋 善寛 

6   谷中 由利夫 26   今井 真弓 

7   吉田 真樹 27   塩田 雄治 

8   市川 典弘 28 ④ 茂木 悠佑 

9   大野 研介 29   須田 みち子 

10 ⑧ 田辺 勝 30 ① 寺地 樹里 

11 ⑩ 菊池 博秋 31   古田 知輝 

12   友永 麻紀子 32   福田 美作子 

13   入江 芳浩 33 ⑤ 小林 満里子 

14   井口 実 34   吉本 悟郎 

15   佐々木 暁  35   古野 恭章 

16 ⑥ 石過 恵子 36 ② 小平 良一 

17 ⑨ 桧谷 陽子 37 ② 仲原 くみ子 

18   平山 武秀 38   四宮 未記子 

19   大久保 雄歩 39   前山 俊二 

20   荒川 二朗 40 ⑦ （匿名） 

※ 本人の希望により、一部氏名を(匿名)で表記しています（会議録本文も同じ。） 

                   

【支援者】                              （敬称略） 

1 蓬田 正信 7 山田 志保子 13 伊東 保子  

2 平林 和世 8 茂木 幹雄 14 吹野 陽香 

3 佐藤 誠人 9 水上 剛 15 岩崎 隆一 

4 佐藤 真美 10 安宅 雪子 16 瀬尾 渚 

5 水谷 裕介  11 下田 有美 17 荻野 光章 

6 佐藤 博幸 12 田崎 雅幸 18 須田 希 

     他 ガイドヘルパー 4 名
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【区側出席者【理事者】 

役職名 氏名 

区長 山田  宏 

助役 小林 義明 

収入役 滝田 政之 

政策経営部長 松沼 信夫 

行政管理担当部長 南方 昭彦 

区長室長 髙  和弘 

危機管理室長 大藤 健一郎 

区民生活部長 四居 誠 

地域経済振興担当部長 清水 文男 

保健福祉部長 小林 英雄 

高齢者担当部長 伊藤 重夫 

子ども家庭担当部長 上原 和義 

杉並保健所長 長野 みさ子 

都市整備部長 菊池 律 

まちづくり担当部長 鳥山 千尋 

土木担当部長 原島 昭治 

環境清掃部長 遠藤 雅晴 

政策経営部企画課長 森  仁司 

区長室総務課長事務取扱政策経営部参事 野崎 文夫 

教育委員会委員長 丸田 頼一 

教育長 井出 隆安 

教育委員会事務局次長 佐藤 博継 

学校適正配置担当部長 小澄 龍太郎 

済美教育センター所長 根本 信司 

中央図書館長 原 隆寿 

選挙管理委員会委員長 齋藤 繼範 

代表監査委員 寺坂 征治 

監査委員事務局長 菱山 栄二 

【議会側出席者】 

役職名 氏名 

杉並区議会議長 今井  譲 

杉並区議会事務局長 山本  宗之 
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Ⅱ 「障害者区議会」会議録 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成 18 年 12 月 14 日（木） 午後 2時 

会 場  杉並区議会議場 

参加者  障害者議員 40 名 
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平成 18 年「障害者区議会」会議録 

 

日 時   平成 18 年 12 月 14 日（木） 午後 2時 

会 場   杉並区議会議場 

参加者   障害者議員 40 名 

 

 

○南雲芳幸 障害者施設課長 

ただ今から、杉並障害者区議会議員が入場いたします。皆様、拍手でお迎えくださ

い。 

 

≪拍手≫ 

 

○南雲芳幸 障害者施設課長 

開会に先立ちまして、杉並障害者区議会議員に議員証をお渡しするとともに、議員

の紹介をいたします。議員証は 40 名の杉並障害者区議会議員を代表して、大沢征子さ

んにお渡しいたします。 

大沢征子さん。  

              

○大沢征子さん 

はい。 

 

○山田宏 区長 

議員証。大沢征子。 

平成 18 年杉並障害者区議会議員であることを証します。 

平成 18 年 12 月 14 日 

杉並区議会議長 今井 譲、杉並区長 山田 宏。 

 

≪拍手≫ 

 

○南雲芳幸 障害者施設課長 
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 他の議員の皆様には、席上に議員証をお配りしてありますので、交付に代えさせて

いただきます。 

続いて、杉並障害者区議会議員をご紹介します。 

菊地 浩昭さん 

猪股 智子さん 

田中 崇さん 

大沢 征子さん 

谷中 由利夫さん 

吉田 真樹さん 

市川 典弘さん 

大野 研介さん 

田辺 勝さん 

菊池 博秋さん 

入江 芳浩さん 

井口 実さん 

佐々木 暁さん 

石過 恵子さん 

桧谷 陽子さん 

平山 武秀さん 

大久保 雄歩さん 

荒川 二朗さん 

重久 正行さん 

近藤 知之さん 

牛尾 公彦さん 

大竹 正夫さん 

土屋 善寛さん 

塩田 雄治さん 

茂木 悠佑さん 

須田 みち子さん 

寺地 樹里さん 

古田 知輝さん 
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福田 美作子さん 

小林 満里子さん 

吉本 悟朗さん 

古野 恭章さん 

小平 良一さん 

仲原 くみ子さん 

前山 俊二さん 

(匿名) さん 

 

なお、浜田久子さん、友永麻紀子さん、今井真弓さん、四宮未記子さんの 4 名の議

員は、都合により欠席です。以上で、杉並障害者区議会議員４０名の紹介を終わりま

す。 

本日は、参考資料として、議員の席上に平成 17 年障害者区議会の主な質問などの冊

子を配布しています。 

議員席向かって右のスクリーンに各議員が登壇する際、ご質問に関連する写真が写さ

れますので、議場の皆様はご覧下さい。 

それでは、今井議長よろしくお願いいたします。 

 

○今井譲 区議会議長 

みなさん、こんにちは。みなさん大変元気のいいご返事で安心しました。私は、杉 

並区議会議長の今井譲と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。ただいまか

ら、座ってお話をいたします。 

 今、皆さんがお座りになっている席は、 

いつもは選挙で選ばれた杉並区議会議員が 

着席しています。区議会では、杉並に暮ら 

している人、働いている人全ての人たちが、 

どうすれば安心して豊かな生活ができるか 

いつも熱心に話し合っています。 

今日は、36 名の皆様を議員としてお迎えい

たしました。皆様には「地域で自立して生活

するために」、というテーマで意見や質問、提案等を発表していただきます。私も皆様
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の率直なご意見を期待して、一生懸命、議長の職を務めますので、最後までよろしく

お願いします。 

初めてのことで、緊張されるかもしれませんが、どうぞリラックスして発言してく

ださるようお願いをいたします。それではこれより、平成 18 年 障害者区議会を開会

いたします。 

 

≪ブザー≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

本日の会議を開きます。区長から、あいさつがあります。 

 区長。 

 

≪山田宏 区長 登壇≫ 

 

○山田宏 区長 

議員のみなさん、本日は平成 18 年の障害者区議会の開催に際しまして、皆さんにご 

参集いただき、ありがとうございました。 

私は、区長の山田 宏と申します。 

本日は、どうぞよろしくお願いします。 

この障害者区議会は、平成 14 年から

毎年 12 月に行われています。今回で、

第５回目となりました。何度もここに議

員としておいでいただいている方もい

れば、初めての方もいらっしゃると思い

ます。緊張されることなく、のびのびと、みなさんのいろいろなご意見をお聞きした

いと考えています。 

この障害者区議会は、障害者の方から直接、自分の言葉で、お話やご要望、ご意見

をうかがう貴重な機会と考えています。杉並区も日本も、豊かになりましたが、本当

の豊かさは、どの人も、命を大切にされ、そして、自分の生きている意味が発揮でき

る、そういう社会が、本当の豊かな社会です。それまで、道筋は遠いですが、皆さん

の意見を聞きながら、障害者にとってやさしい社会は、全ての人にとって、やさしい
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社会だという目標で、区長としても働いていきたいと思いますので、どうかよろしく

申し上げてごあいさつに代えさせていただきます。今日はよろしくお願いします。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

出席議員の数は、定足数に達しております。 

説明員の氏名を事務局長から報告させます。 

 

○山本宗之 区議会事務局長 

それでは、説明員を紹介いたします。 

山田 宏  区長 

小林 義明  助役 

滝田 政之  収入役 

松沼 信夫  政策経営部長 

 南方 昭彦  行政管理担当部長 

髙  和弘  区長室長 

大藤 健一郎 危機管理室長 

四居  誠  区民生活部長 

清水 文男  地域経済振興担当部長 

小林 英雄  保健福祉部長 

伊藤 重夫  高齢者担当部長 

上原 和義  子ども家庭担当部長 

長野 みさ子 杉並保健所長 

菊池  律  都市整備部長 

鳥山 千尋  まちづくり担当部長 

原島 昭治  土木担当部長 

遠藤 雅晴  環境清掃部長 

森  仁司  政策経営部企画課長 

丸田 頼一  教育委員会委員長 

井出 隆安  教育長 
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佐藤 博継  教育委員会事務局次長 

小澄 龍太郎 学校適正配置担当部長 

根本 信司  済美教育センター所長  

原  隆寿  中央図書館長 

齋藤 繼範  選挙管理委員会委員長 

寺坂 征冶  代表監査委員 

菱山 栄ニ  監査委員事務局長 

以上です。 

 

○今井譲 区議会議長 

会議録署名議員をご指名いたします。 

４番 大沢 征子議員、13 番 入江 芳浩議員、17 番 桧谷 陽子議員、 

以上、３名の方にお願いいたします。 

次に、本会議の会期について、お諮りいたします。 

本会議の会期は、一日とすることに異議ありませんか。 

 

○議員一同 

異議なし。 

 

○今井譲 区議会議長 

異議ないものと認めます。 

本会議の会期は、一日とすることに決定いたしました。 

これより、日程の代表質問に入ります。 

30 番 寺地樹里 議員。 

 

○30 番 寺地樹里 議員 

はい。 

 

≪30 番 寺地樹里 議員 登壇≫ 

 

○30 番 寺地樹里 議員 
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私の趣味はビーズです。いろいろな色のビーズを使ってネックレスや指輪を作って

います。私がビーズを始めたきっかけは、病院に入院をしていた時でした。それから、

私は本や雑誌を見ながら、独学でビーズを続けました。ある時、雑誌の広告欄にビー

ズ教室の宣伝がのっていました。しかし、一般の人を対象としたビーズ教室では、マ

ンツーマンで教えてもらえず、私にちゃんと教えてくれる講師かどうかわかりません。

母に相談してみましたが、あきらめることにしました。 

私は今、毎週木曜日に障害者福祉会館の 

カルチャークラブに通っていて、ビーズづく

りをしています。ビーズは、とても難しいも

のです。途中でやめたくなったり、わからな

くなったりします。それだからこそ、完成し

た時は、とてもうれしいものなのです。 

私は、障害のある人にビーズを教えたいと 

思っています。ビーズを教えるということは、

知識や技術等勉強することがたくさんあり、大変なことはわかっています。それでも、

障害のある人に、私が感じたことを伝えて、楽しくさせてあげたいと思っているので

す。杉並区内にビーズをやりたい人や興味のある人が集まれる場所が、どこかにあり

ませんか？ 

また、そういう情報を流してくれるところはありませんか？ 

そして、きれいなビーズやお菓子をたくさん作って、売りたいと思っています。そ

のお店でコーヒーや紅茶も出せたら良いと思っています。図書館や区民センターでは、

こういうお店は出してもらえないのでしようか？ 

いろいろお願いをして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 

以上です。ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

36 番 小平良一議員、37 番 仲原くみ子議員。 
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○36 番 小平良一 議員・37 番 仲原くみ子 議員 

はい。 

 

≪ 36 番 小平良一 議員・37 番 仲原くみ子 議員 登壇≫ 

 

○37 番 仲原くみ子 議員 

実習所には、「ぶつけろ」というみんなの集まりがあります。みんなで話をしたり、

ほかの施設に見学に行ったりしています。今年は、新しくできた「すだちの里」に見

学に行きました。部屋がとてもよかったです。パンがとてもおいしかったです。 

むかしの仲間にも会えました。見学できて、とても楽しかったです。 

その「ぶつけろ」で、みんなが困っていることを話し合いました。 

そして「こうなったらいいな」という意見を 3 つ代表して発表したいと思います。 

 

○36 番 小平良一 議員 

１番、道案内マシーンを作ってほしいです。 

 

○37 番 仲原くみ子 議員 

はじめて行く場所は、ひとりでは不安です。 

もし、車についているような道案内マシーンが 

あれば、ヘルパーさんを頼まなくてもひとりで 

行けると思います。 

○36 番 小平良一 議員 

２番、区役所や郵便局や銀行の窓口が、もっと遅くまでやっていてほしいです。 

 

○37 番 仲原くみ子 議員 

２番、3 時や 5 時にしまってしまうので、仕事が終わってから行くことができせん。

もし、もっと遅くまでやっていたら、仕事を休まなくても用事がすみます。 

 

○36 番 小平良一 議員 

３番、まちのごみ置場をもっとおしゃれできれいにしてほしいです。 
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○37 番 仲原くみ子 議員 

外国（ヨーロッパ）のまちは きれいです。 

杉並区も外国のようにおしゃれなごみ置

場にはできませんか？ 

「ぶつけろ」で話し合ったことが実現でき

たらうれしいです。これからも、たくさん

話し合ってぶつけていきます。ありがとう

ございました。 

 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

21 番 重久正行 議員。 

 

○21 番 重久正行 議員 

はい。 

 

≪21 番 重久正行 議員 登壇≫ 

 

○21 番 重久正行 議員 

私は 3 年前まで、母と生活していました

が、母が高齢者施設に入所したため、それ

からはいずみ作業所の近くのアパートで、

一人暮らしをしています。 

また、私には、生まれつきの「進行性股関

節脱臼」という障害があり、杖をつく生活

をしています。週に 2 回、ヘルパーさんに

来てもらい、掃除や洗濯、買い物、食事の支度等を一緒にしてもらっています。作業

所での週 2 回の調理実習以外は、朝昼夜と、コンビニやお弁当屋のお弁当を食べてい
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るので、ヘルパーさんに作ってもらう料理は、とても楽しみです。本当は、もっとヘ

ルパーさんに来もらえたら、ありがたいのですが、それはできますか？来てもらう時

間が、これから少なくなることもあるのですか？とても不安なので、教えてください。 

次に私の夢は、アクションスターになることです。ジャッキー・チェンが大好きで、

いつも DVD を楽しんでいます。でも、私は、計画的にお金を使うことが苦手で、毎

月福祉事務所でもらうお金を DVD を買ったり、レンタルしたりすることなどの、買

い物に使いすぎて、月末にお金が無くなり、苦労することが多いです。いつも、ジャ

ッキー・チェンや DVD のお店が、この世から無くなってしまえばいいのに、と考え

てしまいます。私のお金の使い方や計画、管理のしかたを、定期的に教えてくれる人、

アドバイスしてくれる人はいませんか。 

以上、教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

28 番 茂木悠佑 議員。 

 

○28 番 茂木悠佑 議員 

はい。 

 

≪28 番 茂木悠佑 議員 登壇≫ 

 

○28 番 茂木悠佑 議員 

作業所のみんなで話し合ったことから、いくつか希望や質問がでてきたので発表し

たいと思います。３つあります。 

１つめ、杉並区の広報で見たパソコン教室に参加をして、文字の打ち方や葉書の作

り方を教えてもらいました。でも、家で復習や練習をする時に、説明書を見ても、カ

ナがふっていなくて、中身がとても難しく、とても困りました。私たちでも理解がで

きるやさしい教室や説明書を作ってほしいです。 

 



Ⅱ-11 

２つめ、図書館について、ひまわりの仲間には本を読むことが好きな人がいます。

いつも読みたい本は、本屋さんに行ってカナのふってある本を買っています。でも、

お金がない時は買うことができません。図

書館に、私たちが面白いな、と思える本が

もっとたくさんあると借りることができ

ます。子供の本だけではなく私たちが見る

ような本にもカナをふってほしいです。 

それから、どんな本が、どの場所にある

のか、わかりやすく教えてくれる人はいま

せんか。はずかしくて聞くことができない

人でも、わかることができるような図書館の中の地図がありませんか。 

３つめ、仕事のこと、作業所では付録の封入、ビデオの解体、箸の袋詰め、公園清

掃等いろいろな仕事をしています。その中で、区からもらえる封入の作業は、とても

難しい仕事です。だから、作業所の全員ができる作業ではありません。でも、その作

業に自分が関われるとわかったときはとても嬉しいし、他のみんなに自慢できるぐら

いの作業です。そんな仕事が突然なくなったりするのはとても残念です。今まで何年

間も続いてきた封入の仕事が急になくなってしまったのは、なぜですか？ 

以上がみんなの希望や質問です。ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

33 番 小林満里子 議員。 

 

○33 番 小林満里子 議員 

はい。 

 

≪33 番 小林満里子 議員 登壇≫ 

 

○33 番 小林満里子 議員 
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私は小林満里子です。今、あすなろ作業所に通っています。私の意見を話します。 

私は、毎日あすなろ作業所に通っている

中で、困っていることがあります。それは、

バスについてです。作業所に通うのに、毎

日バスを使っています。私には、都営の無

料パスという、都営のバスが無料になる券

がでていて、私はそれを使って作業所に来

ています。しかし、作業所の前の道は、と

ても混んでいて、バスが予定通りに来ないことがよくあります。同じ道には京王バス

も走っています。しかし、京王バスに乗るには割引証を見せても、100 円がかかって

しまいます。京王バスは民営のバスだからです。一回 100 円でも、行き帰りで 200 円、

一ヶ月では 4000 円です。作業所の工賃と年金で暮らす私にとって、4000 円のお金は 

大切です。仕方がないので、都営バスを待って乗っていますが、時には 30 分近く待っ

てしまうこともあります。今のように冬の時期はとてもつらいです。 

そこで、提案があります。1 つめは京王バスのような民営のバスも無料にする。 

2 つめ都バスの本数を増やす。ぜひ、よろしくおねがいします。 

これで、私の発表はこれで終わります。ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

理事者の答弁を求めます。 

区長。  

 

≪山田宏 区長 登壇≫ 

 

○山田宏 区長 

皆さんから、それぞれ質問をもらいました。全員のお話を聞きながら、それぞれが、

例えば、寺地さんは、ビーズを人に教える技術を人に教える場所を作り、人に教える

喜びを伝えたいと。仲原さん・小平さんからは、街を歩く時に不便だと思っているこ

とを、ご指摘いただきました。重久さんからは、もっとヘルパーを増やしてほしい、
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自分のお金について、もっと上手に使うことを教えてほしいというお話がありました。

茂木さんからは、パソコン教室で、さらに技術を高めるための説明書が難しいという

問題点のご指摘受けました。 

そして、最後に、小林さんからは、バス通勤の不便さということで、もっと安くし

てほしいというお話でした。 

それぞれ、みなさんの仕事、自分の生活を、自分の力で、がんばっていこうという

なかで出てきた質問で、それを聞いて、すばらしいと思いました。自立した生活がき

ちんとできるよう、行政も、少しずつ皆さんのご意見を聞いて、進めていく必要があ

ると思います。 

それぞれの具体的な質問については、担当する部長からお答えします。 

寺地さんの場所の情報提供は、ご相談いただければかなうのではないか。お店につ

いても、夢を膨らませながら、みんなで話し合ってみてほしいです。 

その形が出てきたらたら、またご相談ください。 

仲原さん、小平さんの道案内マシーン、ナビで

すね。新しいアイデアなので、すぐできるかなと

も思いますが、たぶん、こういったことは、単に

障害者だけでなく、いろいろな人が欲していると

思いますので、よく研究したいと思います。 

郵便局については郵便局に言うしかないで 

すが、区役所は、土曜日は、３～４時に終わる 

のではなく、７時ぐらいまであいています。 

また、区民事務所が駅のそばにありますので、 

そこでは、日曜日も２週間に一度は開いています。

お仕事で行けない時は、そういう窓口も開いています。 

これからも、土日も利用出来るように、さらに進めたいと思います。 

重久さんからは、ヘルパーさんの話でした。自立支援法が 10 月からスタートしまし

た。その中で、この方は、どのくらいのヘルパーが必要か、考えられています。 

さらに、自分のそれぞれの理由で、もっと必要であれば、それについても相談を受

けていきますので、毎日というわけにはいきませんが、少しずつ要望に応えたいと思

います。 

パソコンについては、当然、わかりにくい説明はダメです。これは変えていかなく
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てはいけません。 

小林さんのバスについてです。都営バスを増やすのはなかなか難しいと思います。

いろんな利用者がいますし、都営バスも税金でやっているので、赤字は出せません。

民営のバスについて、京王バスは今、半額補助をしています。もっと補助を増やすこ

とは、研究の余地があると思います。いろいろと具体的な話については、担当部長か

ら、お答えいただきます。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

保健福祉部長。 

 

≪小林英雄 保健福祉部長 登壇≫ 

 

○小林英雄 保健福祉部長 

私から、寺地議員はじめ、４人の議員のご質問にお答えいたします。 

まず、寺地議員から、ビーズ作りの仲間づくりについての質問がありました。ビー

ズ作りの楽しさを障害のある人に伝えるのは大変有意義なことだと思います。区内に

は、寺地さんの通っている障害者福祉会館の他に、高円寺と和田に交流館があり、ビ

ーズづくりの集まりにも利用できると思います。部屋の空き状況や借りる方法等は、

各施設職員に、どうぞお尋ねください。 

また、仲間を集めるためのお知らせのチラシなどを作ってもっていけば、掲示板に

張り出してもらえると思います。 

次に、重久議員からヘルパー派遣につい

ての質問がありました。区では、１０月か

らの障害者自立支援法の実施にあたって、

新しい考え方で、支援費制度のもとでのサ

ービスの利用の実情を踏まえた支給基準を

つくりました。1 人ひとりの障害の状態や、

介護者、住まいの状態を調査して、基準に

基づき支援の必要度に応じて、サービスの



Ⅱ-15 

時間、回数を決定していきます。重久さんの場合、週２回が減ることはないと思いま

す。足りないようであれば、区にご相談ください。支給基準に照らしてサービスがさ

らに必要と認められれば、増やすことができる場合もあります。 

次にお金の管理についての質問です。日常的なお金の管理に不安がある方について

は、あんさんぶる荻窪の５階にある社会福祉協議会で、生活相談を受け付けています。

相談は無料です。ぜひ、アドバイスを受けて生活を改善していただければと思います。

社会福祉協議会では公共料金、家賃の支払い、日常生活に必要な預金の払い戻しなど

日常のお金の管理を援助する、安心サポート事業を実施していますので、ご紹介しま

す。 

茂木議員からは、パソコン教室についての質問がありました。障害者福祉会館で行

われているパソコン教室は、参加者が抽選になるほど人気がありますが、説明書がわ

かりづらい等、配慮が不足だったと感じています。今後は、主催者である運営協議会

と相談して、教室の内容も説明書についても、参加者のみなさんに役立つようわかり

やすいものにしていきたいと思います。 

最後に小林議員からバスの利用に関して、民営バスの運賃も、無料にならないかと

いう質問がありました。民営バスの運賃は、現在５割引となっていますが、これを無

料とすることは、民営バスの運営がなかなか厳しいと聞いていますので、簡単ではな

いと思います。ですが、区としても民営バス会社に働きかけていきたいと思います。

区内の多くの授産施設は、独自に交通費を支給していますので、区では 19 年４月から

３年間、施設が利用者に対して支給する交通費に対して交通費の半額を補助して、こ

うした取り組みを支援していきたいと考えています。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

保健所長。 

 

≪長野 みさ子 保健所長 登壇≫ 

 

○長野 みさ子 保健所長 
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まず、寺地議員からの質問にお答えします。そのようなお店でたくさんのお客様に 

飲食物を提供する場合、食品の安全性を確保 

し、食中毒を防止するためにも営業許可をと 

るなど、いくつかの決まり事を守っていただ 

く必要があります。 

そうした相談は、保健所が行っていますの 

で、具体的なことは保健所にご相談ください。 

次に、茂木議員の封入の仕事についての質問 

にお答えます。区の保健所でお願いしている封入作業は数種類ありますが、区内の複

数の作業所と契約を結んでお願いしています。この契約は、１年ごとの契約で、同じ

作業所に契約を結んで何年も続くとは限りません。今後も仕事をお願いする場合は、

保健所の予算や条件を考えてなるべく多くの作業所に仕事を担っていただけるように

していくつもりです。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

区民生活部長。 

 

≪ 四居誠 区民生活部長 登壇≫ 

 

○四居誠 区民生活部長 

こんにちは。私からは寺地議員のご質問のうち自分で作ったものを、区民センター

で売れないか、というお尋ねにお答えいたします。寺地さんが作られた色とりどりの

作品が、多くの区民の目に触れ楽しんでもらえたら、すばらしいことだと思います。

私も簡単なものですが、外国の国旗をビーズでつくります。外国からのお客様に差し

上げたり会うときに付けていったりすると、大変に喜ばれます。区民センターや地域

の集会所にそうしたものの販売場所を日常的に設けるのは、スペースの問題もあり、

すぐには難しいと思います。しかし、年に数回開かれる、それぞれの施設のお祭りな

どでは、これまでもいろいろな団体やグループに、おかしや木工、陶芸作品等手作り
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の作品を販売していただいています。 

今後、こうした行事に、さらに幅広い個人

やグループが参加できる機会が増えるよう

に努めていきたいと思います。差し支えな

ければ、寺地議員のお住まいをお聞かせい

ただいてその地域を担当している施設の方

に連絡を取らせていただきます。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

都市整備部長。 

 

≪菊池律 都市整備部長 登壇≫ 

 

○菊池律 都市整備部長 

 私からは、仲原議員と小平議員のご質問に

お答えさせていただきます。杉並区では、誰

もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる

生活環境を目指して杉並区交通バリアフリー

基本構想を作っています。この構想に基づい

て区では、バスや鉄道事業者に対して駅等で

の誘導、案内表示、エスカレーターやエレベ

ーターの設置等、誰もが安心してわかりやすく移動ができるように、環境を整備する

よう事業者に要請しています。これからもわかりやすい案内板の設置を進めるととも

に、駅等の施設が利用しやすくなるように要望し、道案内マシーン、ナビゲーション

システムのことと思いますが、これがなくても、自由に外出できる交通環境にしてい

きたいと思います。また、皆さんが簡単に使えるようなナビゲーションシステムにつ

いても調べてみたいと考えています。 

次に、小林議員の都バスの便数を増やしてほしいとのご質問ですが、バスの増発に
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は、利用客の大幅な増加が必要です。現状の利用数では、バスの増発は大変難しいと

思いますが、今後とも、バス事業者連絡会等を通じて、小林議員のご要望をお伝えし

ていきたいと考えております。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

行政管理担当部長。 

 

≪南方昭彦 行政管理担当部長 登壇≫ 

 

○南方昭彦 行政管理担当部長 

仲原くみ子さんと、小平良一さんから済

美職業実習所の仲間の皆様の集まり、「ぶ

つけろ」で話し合った、区役所の時間延長

のご要望がありました。区長からも少し話

がありましたが、もう少し詳しく話します。

夜遅くまで開いてほしい、土曜日も日曜日

も開けてほしいというご要望は、区民の皆

様からよくあります。昼間働いたり勉強で

忙しい方々のために、現在、区役所では荻

窪と高井戸の駅前に事務所を開いて、平日の夜は８時まで、土曜日と第 1・第３日曜

日は、午前８時半から午後５時まで、転居手続や住民票の発行等大きくわけると 23 の

分野の事務、細かく言いますと 105 の業務の仕事を行っています。この駅前事務所は、

今後、高円寺の駅、西荻窪駅の前にも、増やす予定です。 

これとは別に、駅のコンビニや区民センター等、区内の 16 カ所に住民票や印鑑証明

が取れる自動交付機を置きました。区役所が閉まっている時間でも利用できます。 

一方、この区役所の建物の窓口はどうしたらいいかという問題についてですが、区

民のみなさんが必要な時に、安心してサービスが受けられるように、現在、検討チー

ムをつくって、夜や休みの日の窓口をどうしようか具体的に検討を進めているところ



Ⅱ-19 

です。駅前事務所の仕事や、区民の皆さんの要望も踏まえて、また、費用や安全のこ

とも十分考えて実現に向けて検討していきたいと思っています。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

環境清掃部長。 

 

≪遠藤雅晴 環境清掃部長 登壇≫ 

 

○遠藤雅晴 環境清掃部長 

私からは、仲原くみ子議員、小平良一議員から、まちのゴミ置き場を外国のように、

おしゃれでキレイにできませんか、という質問にお答えします。 

まちのゴミ置き場をとおして、杉並のまちに関心を持っていただき、ありがとうご

ざいます。杉並区でもまちをもっときれいに、快適に過ごせるように、毎日努力して

いるところです。ご質問の中にありましたように、外国では、ゴミ箱やゴミの収集の

ための容器には、デザインにすぐれ、色遣いも、それぞれのまちの風景にあったもの

が見受けられます。杉並区のゴミ集積所、つまり、ゴミ置き場の問題は、議員のみな

さんがまちで見かけた集積所の様子はどうでしょうか。 

 杉並区では、各家庭から、ゴミの収集日に 

合わせて、容器や袋により集積所に出しても 

らっています。これはゴミをだすための専用

の容器を道路上に設置するということができ

ないといったことも理由の一つです。 

また、いつでもゴミをだすことができる容

器をまちの中に設置しますと、ゴミの分別が

できなかったり、不法投棄、つまり、ルール

を無視してごみを捨てるなど、その原因にもなったりするからです。杉並区をきれい

なまちにしたいという考えから、なるべく、早い時間帯に、ゴミの収集を終わらせる

ために、みなさんに朝の 7 時 30 分までにゴミを出してくださいとお願いしています。 
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また、ゴミがカラスに散らかされないようにと、黄色いゴミ袋を使ってくださいと

いうお願いもしています。ゴミの集積所をきれいにしていくには、皆さんの協力が必

要です。 

分別をきちんとすることや、可燃ゴミ、燃えるゴミの水切りをしてから出すことな

ど、一人一人のちょっとした努力で、カラス被害をなくしたり、汚水によるゴミ集積

所の汚れを防ぐことができます。 

杉並区がもっときれいになるように区役所は一生懸命頑張ります。皆さんもご協力

をお願いします。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

中央図書館長 

 

≪原隆寿 中央図書館長 登壇≫ 

 

○原隆寿 中央図書館長 

私からは寺地議員と茂木議員のご質問にお答えしたいと思います。まず、寺地議員

の図書館にお店をだせないかというご質問ですが、図書館にお店を出すためには、あ

る程度の広さと場所が必要ですし、また、どうしても音や声もでます、そのため規模

の小さな地域の図書館では難しいと思います。その中でも、荻窪にあります規模の大

きい中央図書館であれば、場所もありますし、大丈夫だと思います。 

図書館としてもできる限り応援したいと思

いますので、遠慮なく中央図書館までご相

談していただければと思います。楽しみに

しています。 

次に、茂木議員からのご質問にお答えしま

す。図書館のご利用に当たって、迷ったり、

わからないことがありましたら、ぜひ職員 

に声をかけてください。場所を案内したり、茂木さんの希望の本をさがしたりします。 



Ⅱ-21 

また、案内図も配っていますので、ぜひ気軽に声をかけていただければと思います。 

次に、カナのふってある本についての質問がありました。図書館職員が、カナをふ

ってある本に限ってパソコンで探したり、あるいはそれを買うこともできます。また、

少し時間がかかりますが、カナをふった本をつくることもできます。読みたい本、あ

るいは面白そうな本があれば、遠慮なく図書館に相談してほしいと思います。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

ここで３時５分まで休憩します。 

 

≪ブザー≫ 
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○今井譲 区議会議長  

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

小平議員、仲原議員の質問に対する答弁につき、答弁を訂正したい旨の申し出があ

りますので、これを許します。 

行政管理担当部長。 

 

≪南方昭彦 行政管理担当部長 登壇≫ 

 

○南方昭彦 行政管理担当部長 

先ほど、荻窪と高井戸の駅前事務所について、平日夜は午後８時まで開いていると 

申しましたが、最初に区長がお答えしましたように、午後７時まででした。勝手に１

時間延長してしまい申し訳ありませんでした。（笑い）訂正いたします。大変、失礼し

ました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

16 番 石過恵子 議員。 

 

○16 番 石過恵子 議員 

 はい。 

 

≪16 番 石過恵子 議員 登壇≫ 

 

○16 番 石過恵子 議員 

石過恵子と申します。施設当事者会で話し合われた内容の中から、私は精神障害者

の就労について発表します。 

二つのことについてまとめながら意見を述べたいと思います。 

一つ目は、サポートシステムについてです。 

例えば、作業所に行って、アルバイトをして、徐々に就労を確実にするシステムがほ
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しいです。それにあたっては、ジョブコーチ等、就労に向けての支援が必要です。私

たちの町、杉並にはステップアップの各段階において、うまく個人の特性を生かし訓

練できる場があります。例えば、オブリガード、ワークサポート杉並です。ワークサ

ポート杉並についてはもっと知りたいと思います。ここで説明していただきたいです。 

社会適応訓練の事業所や職場体験の制度については、もっと拡充してもらいたいと

思います。そして、私たちの知らない制度が多く、制度を知らないためにうまく働け

ない人も多いのが現状です。社会適応訓練やその他の制度についてのより多くの情報

提供を望みます。 

また、障害をクローズにして働く場合は、病気のために履歴書に空白の部分ができ、

書き方及び面接の受け方が難しくなるので、相談できる場が欲しいという声がありま

した。これはハローワーク、オブリガード等で教えてくれます。身近な作業所のスタ

ッフ等を含め相談できるものは、活用していきたいと思っています。 

二つ目は、雇用関係について。ハローワークでは、自立支援法が成立してからは、

三障害がいっしょになり、そのために相談窓口の精神障害者の担当制がなくなり、か

えって相談がしにくくなりました。それぞれの障害者をよく理解した専門の相談員が

必要だと思います。また、企業は障害者の就労について、まだまだ積極的ではないの

です。一部の企業を除き、どの企業も障害者を雇用するより罰金を支払ったほうがよ

いと思っているのでは、という気がします。障害者の法定雇用率達成を強く望みます。 

区としても、障害者を雇用する企業の発掘をしていく中で、精神障害者の、一見、

普通にみえるが、服薬の関係で、疲れやすかったり、のどが渇く等の特徴を職場に伝

え、また、通院日が必要であることを理解してもらえるようにしてほしいです。精神

障害者は、働く場が少ないのです。たとえ、雇用時聞が短くても、わずかな収入でも

自分で得るという努力をしたいと思っています。それを企業側に理解してほしいので

す。 

私の体験を述べさせて頂きます。先日、三障害 OK ですというある会杜に応募しま

した。書類選考は通り、面接で落ちました。理由は、精神障害者はまた病気が悪くな

ったら困るということでした。私以外の精神障害者の方も通らなかったそうです。 

このくらい精神障害者の就職は難しいのです。精神障害者が、オープンで働ける所が

もっと欲しいのです。最後になりましたが、生活保護で暮らしている人から、こんな

意見がありました。8 千円までは、収入をえることが生活保護で認められています。 

それ以上働くと生活保護費に組み込まれ生活保護費が減らされてしまいます。 
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生活保護で暮らしている人の就労による収入を、せめて 2 万円に上げてほしいという

要望がありました。以上です。 

御静聴ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

40 番 匿名 議員。 

 

○40 番 匿名 議員  

はい。 

 

≪40 番 匿名 議員 登壇≫ 

 

わたしは、高井戸地区代表として、意見を発表します、作業所「地球儀」メンバー

です。作業所についての意見を述べさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

まず、はじめに、作業所の利用料についてですが、一般の健常者はお金をもらうこ

とを前提として働いているのに、私達は、平成 19 年４月から利用料を払って働くこと

になります。そうなると、今のギリギリの生活さえできなくなり、作業所へ通所不可

能になることが予想されます。そして、作業所に通えなくなると、生活リズムが乱れ、

病状悪化、再発の恐れがあります。精神障害者にとって生活リズムを整えることは病

状を安定させる上でも、とても大切なことです。だから、作業所で働いている私達か

ら利用料をとることはやめて欲しいです。もしくは、一律の利用料ではなく、作業場

の工賃の何パーセントというようにして私達の収入を保証して、やりがいを持たせて

ほしいです。そして、作業所を単なる訓練の場ではなく、働く場として認めてほしい

と思っています。 

次に、私達の「居場所」についての意見です。私たちの日中活動の場として、作業

所があります。利用者の病状などの状態によって多彩な形の作業所が必要になります

が、当事者でない方から見れば、どの作業所も同じというイメージを持たれるかもし

れません。しかし、利用者の中には、作業所に通い続けて 25 年という人もいて、ステ



Ⅱ-25 

ップアップや就労目的だけを重要視していない人もいます。 

作業所へ行く前は、世間から冷たい目で見られて居場所のなかった人が、作業所で自

分の居場所が確保されたという意見も当事者会の中では出ました。また、「老いてきた

者にとって相応しい最後の働く場所」と表現される方もいました。 

意見をまとめると、居場所、就労目的、ゆっくりとしたペースで働ける所、仕事内

容が選べる、といった作業所のバリエーションが欲しいです。 

今後、作業所が就労支援を重視する自立支援法の施設に移行すると、今までのような

居場所としての作業所がなくなってしまうのではないかと、とても不安です。今のよ

うな居場所としての作業所があってもいいんじゃないかと思います。是非、居場所的

な作業所が存続できるようにして欲しいです。なるべく、毎日外へ出て、仕事なり作

業なりやった方が、良い意味での刺激があると思います。やりがいのある仕事、作業

がある方が、より生き生きと暮らせるような気がします。しかしながら、現在、作業

所に申し込んでも、すでに定員がいっぱいで入れず、入所待ちをすることが多い状況

です。特にパソコンを扱う作業所や居場所的な作業所が受け入れ不可能なことが多い

ようです。先ほども申し上げましたが、生活リズムを整えて病状を安定させ地域で暮

らしていくためには、作業所は非常に有効であり、作業所を利用したい人が一日でも

早く作業所を利用できることが必要です。 

作業所に入りたい人がいつでも利用できるような体制を整えてほしいです。 

以上で私の発言は終わりです。ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

10 番 田辺勝 議員 

 

○10 番 田辺勝 議員 

はい。 

≪10 番 田辺勝 議員 登壇≫ 

 

○10 番 田辺勝 議員 
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私からは、当事者会のみなさんの声を代表して、親なき後の生活を中心に質問をい

たします。 

まず、相談についてです。困った時や、相談したい事がある時、平日は作業所の職

員さんや地区担当の保健師さんに相談できます。しかし、夜間や土日祝日ともなると、

ほとんどの施設が閉まってしまうため、すぐ相談したくても出来る所が少なく杉並区

ではオブリガードしかありません。今はまだ親が健在で身近に相談できる人がいます

が、一人暮らしになった時のことを考えると、何かあったとき、作業所や保健センタ

ーも閉まっていたら、どこに支援を求めたらよいのかわからず、本当に困ります。精

神障害の特性として、柔軟に考えたり、変化への臨機応変な適応をするなど、生活し

ていく上で最も重要とする行動をしづらい傾向にある事があげられます。 

病気の事、障害の事だけでなく、金銭の事、

食事の事など生活全般を相談でき、支援して

もらえる窓口があると、日々の生活をより充

実して送ることが出来るのです。障害を持つ

私たちが一人でも地域の中でスムーズに暮

らして行くために、また、精神障害の特性と

して、コミュニケーションのとりづらさ、人

との関係性を上手く作れないなど、信頼関係

を作っていくのに時間がかかる傾向にある事が挙げられます。この障害特性を考慮し、

一番身近な相談窓口である地区担当保健師さんの、担当の期間をもう少し長くして欲

しいです。信頼関係ができ、やっといろいろ話せる様になったと思ったら、次の保健

師さんに担当が代わり、支援が滞る話をよく聞きます。 

次に、生活について三つのことを述べたいと思います。一つ目は、生活のサポート

についてです。 

親が高齢になって、介護や看病が必要になった場合、わたしたちが、自分の体調を

気にしながら介護をしていくのは、大変だと思われます。また親亡き後、現在、親が

世話をしてくれている部分をサポートしてくれる人がいなくなることが不安です。こ

のような場合に、無償で 24 時間対応のサポートシステムがあると、不安が軽減される

のではないかと思います。私たちが住みなれた地域で安心して暮らしていけるシステ

ムをぜひ作っていただきたいと思っています。このことについて、杉並区はどのよう

にお考えになっているのでしょうか。 
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二つ目は、住まいについてです。親の亡き後の問題として家賃の支払いができない、

保証人がいない、という不安があります。長く安心して生活できるグループホームを

作っていただきたいです。また、民間のアパートあっせんや保証人制度を作ってくだ

さい。 

三つ目は、家事についてです。現在家事のことを母に依存してしまい、自分でも何

も出来ていないことの不安です。体調の悪いときはすごく困難で、一人になって何も

しないで家にいるだけの生活になってしまうことを考えると、とても不安です。 

そんなときにヘルパーさんが来てくれてサービスが気軽にうけることが出来れば、す

ごくこころ強く感じます。最後に生活費について述べます。 

所得保障とりわけ障害者基礎年金の額を一人で自立して生計を立てて行ける額に引

き上げてください。障害者は働きたくても障害があるから働けないのです。怠けてい

るわけではありません。国民年金の場合は、現行の額が、一級で一ヶ月約８万 2000

円、二級で６万 6000 円で、一般の人の一月の給与と比べると、かなりの落差がありま

す。自立支援医療の一割負担によって、当事者及びその家族の経済的負担は政府が認

識しているよりも重く、当事者または当事者の家族の生活を圧迫しています。自立支

援医療の一割負担を取るのはやめていただきたい。 

以上でわたしの発言を終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

理事者の答弁を求めます。 

区長。 

 

≪山田宏 区長 登壇≫ 

 

○ 山田宏 区長 

３名の議員の方から、ご質問いただきました。それぞれ、精神障害を持っていられ 

る方の就業、就職、または作業所、生活などについて、いろいろと具体的なご質問を

いただきました。それぞれが自立して地域で住み続けられることが、杉並区の理想で
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もあります。 

しかし、十分ではありません。まず就業、

就職については確かに、訓練の場所も大事

ですが、そもそも就職する場があまりにも

少ない。これを何とか広げていこうと、区

も、努力をしています。特例子会社という、

会社が障害者を雇用するための子会社をつ

くり優遇措置を受けられるという制度があ

ります。そういった特例子会社を作ろうと

いう会社がいくつかありますので、なるべくそういった会社に、杉並区にきてもらっ

て杉並の障害者を雇用してもらえると、こういったことも支援するよ、ああいったこ

とも支援するよというような形で、特例子会社を集めていきたい、また、つくってい

きたい、ということで、会社にいろいろ要請しています。その第１号を今年中に杉並

区で営業してもらう予定です。それらを通じて、障害者の就労関係をよくしていくこ

とをこれから引き続きやっていきます。作業所については、（匿名）さんからの質問が

ありましたけれども、確かに働く場、訓練の場、または居場所としての作業所など、

さまざまなバリエーションが必要になってくると思います。作業所そのものの数を増

やしていくと同時に、作業所のバリエーションを意識した支援の仕方もあると感じま

した。今後、よく検討してみたいと思います。 

田辺さんからは、生活していくために、親亡き後のことについてお話がありました。 

基本的には、住み慣れた地域で住み続けられるよう、ホームヘルパーやショートステ

イといったものは、これからも充実していかなければならないし、また、グループホ

ーム等についても、遅れておりますので、いっそうその設置を増やしていきたいとい

うふうに考えています。 

また、24 時間安心できるようなしくみというものを、今までは、なかなか手が付け

られませんでした。今川に、「すだちの里」という、地域に戻っていくための訓練施設

ができました。この施設は、知的障害者の方の施設ですが、その中に、障害者の方を

24 時間、いざというときにサポートする窓口を、今年度中に設置する予定です。最終

的には、そういった所が 24 時間安心できるサービスを提供できるのではないかと考え

ています。そのようなことで、具体的には、後ほど、担当部長からお答えしますが、

いろいろと貴重なご意見をいただきましたことを御礼申し上げたいと思います。あり
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がとうございました。 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

保健福祉部長。 

 

≪ 小林英雄 保健福祉部長 登壇≫ 

 

○小林英雄 保健福祉部長 

 はじめに、石過議員の、就労のサポートシステムについてのご質問にお答えいたし

ます。 

区も、石過議員が指摘されたように、作業所等に通いながら、区役所実習や企業実

習を体験し、ジョブコーチの助言を受けて、自分にあった仕事に就労し、また、定着

支援アドバイザー等の応援によって仕事を継続していけるよう、それぞれの段階に応

じた応援を行っていくことが非常に大事だと考えております。 

そのためには、杉並区が障害者の雇用を支

援するための専門的機関として設立した雇

用支援事業団・ワークサポート杉並が中心的

役割を果たしていく方針です。ワークサポー

ト杉並は、これまで主に知的障害の方の就労

支援を担ってきましたが、これからは、精神

障害の方たちの就労につきましても、オブリ

ガードと協力しながら、積極的に支援してい

くこととしており、すでに今年度も６名の方

の就労支援を行っております。今後より多くの方に利用してもらえるようわかりやす

くお知らせしていきたいと考えています。 

また、社会適応訓練、委託訓練の制度のお話がありましたが、これらは、国や都の

事業です。また、実際には、事業がしにくいという問題もあると聞いていますが、そ

れらの事業の情報提供を行うと共に、それらがより使いやすい制度となるよう都等に

働きかけることも、必要と考えています。しかし、それ以上に大事なことは、受け入

れてくれる事業所を、区内に増やしていくことだと思っています。ワークサポート杉
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並では、そういった事業所の開拓に、今後一層力を入れていきます。 

なお、就労活動の支援を希望する方には、オブリガードやワークサポート杉並で、

個別の相談にきめ細かく対応していきますが、区では平成 16 年度から、作業所や支援

機関の横の連携を深めるため、精神の分野で、障害者就労支援連絡会を設置しており

ます。また、障害者の雇用をいっそう促進するために、区長の答弁にもありましたよ

うに特例子会社を誘致して、19 年度には区役所と地域区民センターにある３か所の現

在のてんとうむしの運営をそこにゆだねることを計画しており、これらの取り組みを

通して、地域の社会資源全体で、障害者の就労を支援する体制づくりを進めていきた

いと考えております。 

また、生活保護における、収入認定の控除についての質問がありました。生活保護

はご自分の能力に応じて働き収入を得ても、なお、国の定めた保護基準に満たない場

合に、不足額を保護費として支給する制度ですが、就労収入が 8340 円までは、全額の

控除が認められているほか、収入が増えれば、控除の額もだんだん大きくなり、本人

の受け取る金額も総額としては増えるような仕組みになっています。こうしたことか

ら就労収入について全額控除の限度額を２万円に引き上げることは、なかなか難しい

と考えております。 

次に、匿名議員から作業所についての質問がありました。 

まず、利用者負担についてですが、障害者自立支援法に基づき、障害福祉サービス

にかかる費用は、利用者も負担し合い、サービスを持続可能なものにしていこうとい

う主旨から授産施設の利用者についても、4 月から負担能力を考慮した軽減を図りな

がらも、原則 1 割の利用料を負担をしていただいております。共同作業所も同じよう

にサービスを受けることになりますので、区は作業所に対して、運営の助成を行いな

がら、来年 4 月から利用料を負担していただくよう、現在施設にお願いしているとこ

ろですが、作業所の皆さんの負担が、急に増えることのないように、区としては、当

面利用料を３％に抑えることにしております。 

また、作業所の目的や性格についてですが、匿名議員の意見と同じように、作業所

には、企業就労のための訓練の場だけではなく、ゆっくりしたペースで働ける場、あ

るいは、安定した日常生活を送るための居場所など、様々な意義と特徴があると思い

ます。このため新たな事業体系のもとで、作業所の主な移行先として想定しています

地域活動支援センターについては、工賃を得るために仕事をする作業型と、ゆっくり

したペースで日中を過ごす活動支援型の２つのタイプに分けることにしており、それ
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ぞれに応じた運営支援をしていくことを考えております。 

さらに、作業所が受け入れ不可能になることがないように、利用したい人が利用出

来るような体制にしてほしいとの要望についてですが、区は、各作業所が利用定員を

増やしたり、パソコンを使った仕事をはじめいろいろな作業や支援の提供できる施設

へと変わる場合には、家賃や設備費などの助成を行い、作業所等の施設整備を応援し

たいと考えています。 

最後に田辺議員からの生活相談についてのご質問にお答えいたします。まず、相談

窓口についてですが、区では、現在、オブリガードの他に、２つの自立生活支援セン

ターが、障害者の皆さんへの相談支援に対応しており、土曜日や日曜日などにも窓口

を開設しております。特にすだちの里すぎなみは、夜間等緊急時に対応できる相談体

制をとっておりますので、精神障害の方にも利用していただきたいと考えております。 

次に、生活サポートや家事についての質問がありましたが、区では精神障害の方が

安心して地域で暮らしていくためには、ホームヘルプサービスやショートステイなど

の在宅サービスを充実することが大切と考えています。ホームヘルプサービスは、一

人暮らしの方かご家族がいても病気等で家事ができない場合に利用できます。 

また、杉並区社会福祉協議会のささえあいサービスでも、障害者の方を対象に、ホー

ムヘルプサービスを比較的低額で提供しています。ただし、急にサービスを利用した

いといってもできないこともありますから、ふだんから、福祉事務所やオブリガード、

社会福祉協議会などに相談しておくと安心だと思います。また、「すだちの里すぎなみ」

を中心として、区長の話にもありましたが、緊急ショートステイや緊急時のヘルパー

派遣等による２４時間対応の安心サポート事業を今年度中に開始できるよう現在準備

を進めているところです。 

次に、住まいについてですが、親亡き後等、自宅での生活が難しくなった場合には、

必要な支援をうけながら、住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、グループ

ホームやケアホームなどを平成 23 年度末までに、現在の２５か所から４８か所に増や

していくことを計画しています。また、アパートの斡旋や保証人制度など、障害のあ

る人がスムーズに賃貸住宅へ入居ができるような仕組みについても、今後検討してい

きたいと考えています。 

終わりに、生活費に関する質問ですが、国民年金制度の一つである障害基礎年金は、

病気やけがで障害者になったときにも、安心して暮らせるように社会全体で支えあう

ことで成り立っています。少子高齢化が進展する中で、年金制度の見直しも大きな課
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題となっています。また、自立支援法に伴い、所得保障のあり方も課題となっていま

すので、障害基礎年金についても、こうした中で検討が加えられるように、区として

も期待しているところです。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

地域経済振興担当部長。 

 

≪清水文男 地域経済振興担当部長 登壇≫ 

 

○清水文男 地域経済振興担当部長 

私からは、石過議員の雇用に関する質問にお答えいたします。 

まず、ハローワークの相談窓口に、精神障害者の担当制がなくなったことについての

質問がありました。区といたしましては、障害者の雇用を進める上で、相談窓口には

専門的な知識と経験を持った相談員が必要であると考えております。ハローワークで

は障害者自立支援法の改正によって、身体、知的、精神障害の雇用を総合的に支援し

ていくという考え方に添い、従来の三障害それぞれの担当制を障害者の相談窓口全体

で対応していく総合担当制の仕組みに改めたとのことです。したがいまして、精神障

害者でも、精神障害について理解した相談員が相談に応じていただけるとのことです

ので、いままで同様、積極的にハローワークをご活用いただきたいと思います。 

次に、障害者の法定雇用率達成等のご質問 

についてお答えします。区といたしましても

障害者の雇用がすすみ、法定雇用率が達成さ

れることを強く望んでおります。都内事業所

の障害者雇用率は、ハローワーク等の国の機

関の働きかけなどにより平成 16 年度が

1.35％、平成 17 年度が 1.40％と、徐々に改

善されてきておりますが、法定雇用率であります 1.80％にはまだ大きな隔たりがあり

ます。ハローワークでは、雇用率が著しく低い事業者に対して、障害者雇い入れ計画
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をもとに指導を強化したり、十分な取り組みをしていない事業者へは、企業名を公表

するなど働きかけを強めております。そのため、平成 18 年度、今年度に入ってからは、

景気の改善傾向ですとか、精神障害者の法定雇用率への算定等もあり、障害者の就職

が前年と比較して大きく伸びており、雇用率も拡大するものと伺っております。 

また、雇用企業への障害特性の周知について、でございますが、ハローワークでは

障害者の職業紹介や雇用開拓の際に、職員が説明したり、面接に同行するなどしてい

ます。障害者雇用支援事業団でも、障害者の特性の周知に力を入れ雇用企業の開拓を

行っていると聞いています。区といたしましても関係機関と連携し、精神障害者の改

善と、障害特性の周知に一層つとめてまいりたいと思います。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

杉並保健所長。 

 

≪長野みさ子 保健所長 登壇≫ 

 

○長野みさ子 保健所長 

私からは、田辺議員からのご質問にお答えいたします。議員のご指摘のとおり良好

な信頼関係を築いて相談に適切に対応するためには、地区保健師がある一定期間、同

じ地域を受け持ったほうが望ましいと考えています。しかし、保健福祉分野の課題が、

多様化、複雑化する中で、保健師の仕事内容も拡大しており、地域の住民の皆様方の

相談を多角的に受け止められるためにも、区役所内の様々な部署で、多様な経験を積   

み重ねる必要性もあります。そのため、一

定の時期で職場を異動することは、やむを

得ないことだと考えます。しかしながら、

保健センターに配属されている間は、でき

る限り同じ担当になれるよう努力したい

と思います。また、担当保健師不在の場合

でも、適切に相談に対応できるよう、保健
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センターの保健師間で情報の共有を図り、担当保健師が変更になるときには、皆様の

不安がないよう、きめ細かく配慮して引継ぎを行うように努めてまいります。 

 次に、医療費の自己負担についてお答えいたします。医療費の自己負担については、

所得に応じて、上限額が設定され、また、対象とする医療範囲についても過剰な負担

とならないような配慮がなされています。さらに、東京都でも独自の低所得者支援策

が、実施されていますので、区が独自に自己負担をなくしてしまうということは考え

ておりませんが、皆様からのご相談に丁寧にお答えし、ご心配が解消されるよう努め

てまいりたいと思います。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長             

次の質問に入ります。 

17 番 桧谷陽子議員。 

 

○17 番 桧谷陽子議員。 

 はい。 

 

 

≪17 番 桧谷陽子 議員 登壇≫ 

 

○17 番 桧谷陽子 議員  

私達は、オブリガードで毎月第四月曜日に活動している高次脳機能障害者のグルー

プです。まだ活動を始めて日も浅いのですが、今回このような機会を頂き、私達の事

を広く知って頂けるきっかけになればと思いこの場に立っています。 

高次脳機能障害とは、今まで問題なく生活していた人達が突然事故や病気等で脳に

損傷を受け、言語、記憶、注意、認知、遂行機能の面等に支障をきたす障害の事です。 

私は、事故で数年前に頭を怪我しました。それまで、普通に働いていた生活から一転

して、左片麻痺と高次脳機能障害という障害を負い現在に至ります。高次脳機能障害

としては、主に左側の半側無視と注意障害があります。障害の無い方々から見ると出
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来て当然と思われるようなことができない障害であり、目に見えない障害なので周囲

の人から理解されず多くの人が苦しんでいます。それらの障害について皆さんに知っ

て頂き、なおかつ私達が求める事の必要性について、列挙していきますので、ご検討

の程、宜しくお願いします。 

まず「失語症」についてですが、失語症というのは自分が相手に伝えたい言葉が出

にくく、言葉を忘れてしまい上手く伝えられない症状の事です。 

「忘れてしまうのだったら筆談で伝えればいいじゃないか」と、言われる方もおられ

るでしょうが、筆談が出来ない人もいるのです。私達のグループにも実際にそういう

人がいます。失語症の方に対し、代筆や代読等、伝えたい事の意図を汲み取って伝え

てくれて、相手の言っている事も本人の分かり易いように返してくれるような在宅派

遣の「会話パートナー」の方を区でも育成・派遣して欲しいです。次に、「記憶障害」

といって、以前やった事や新しい事が覚えられなかったりする人達がいます。ある場

所へ外出する必要が出来た場合には、道に迷ったりしてしまい、非常に危険で本人も

不安です。しかも道に迷ってしまっても、筋道を立てて聞けなかったり、障害のため

に人に聞けなかったり、電話をかけられないような人もいます。ガイドヘルパーさん

の利用が今年の十月から可能になったと聞きましたが、私達のような障害に対応でき

るのでしょうか？個人個人の障害を良く理解してくれて、期間、支援法等その人の事

情に応じて対応してくれるガイドヘルパーさんが必要です。ヘルパーさんの障害につ

いての理解等はどうなっているのか教えてください。 

次に「半側無視」という障害があります。目で見えていても、脳が見えている事を

認識できないという障害です。そのため、麻痺側のものを見落としたり、食事を食べ

残したりしてしまいます。私にも半側無視があり、特に左側のものを認識出来ないの

で、人にぶつかって、フラついてしまい、転びそうになったり、十字路を横断する際

に、左側から車がやってくるのが分からず、危うくぶつかりそうになったこともあり

ます。運転手側からすると、障害が原因という事もわからないので、クラクションを

大きく鳴らしたり、大声で罵倒したりして怒りをあらわにする人もいます。そういっ

た事が少しでも回避出来るように、今お話したような目に見えない障害がある人達の

存在をもっとよく知って頂き、もっと社会的配慮を促して頂けたらと思います。区と

して、高次脳機能障害について、もっと一般の人たちに向けての啓発をしていただけ

ればと思います。 

次に、私達の希望はどんな形であれ、少しでも社会に携わり社会復帰していく事に
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ありますが、なかなかうまく運んでいかないのが現状です。 

そこで、私達の病状をよく理解した上で、社会復帰できるように、職業リハビリやト

レーニングをしてくれる施設を区内に増やして頂きたいです。私は新宿の都立障害者

センターでパソコンや自分の障害を認知し克服する訓練をし、現在会社で事務職に就

き、社会復帰を果たしましたが、国や都の施設は遠くて、私達障害者には通い辛いで

す。私が受けたような高次脳機能障害の人達への就労支援を是非区内で行って頂く事

を希望します。 

最後に、高次脳機能障害という障害は、言語聴覚士や作業療法士の方には、よく理

解されておりますが、他の方々には、まだまだ知られていないのが現状です。 

その為、専門職の方がいて、仕事を休まずに土日もやっている相談機関の増設を希望

します。それと共に現存の福祉会館等の福祉施設にも専門職の方々をきちんと配置し

て頂きたいです。今までお話したような高次脳機能障害の人達がいるという事をもっ

と広く知って頂けるように、私たちは現在、杉並保健所の一室をお借りして活動をし

ています。私たちとしては、いつでも活動・相談できるような、専門職員の配置と集

まれるような場所を提供して頂けると、私達のような障害を持つ人達も集まり易くな

り、活動の幅が広がっていくと思います。 

以上のことについて、ご尽力の程をお願いし、この場を降りたいと思います。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長        

次の質問に入ります。 

11 番 菊池博秋議員。 

 

○11 番 菊池博秋議員 

はい。 

 

 

≪11 番 菊池博秋 議員 登壇≫ 
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○11 番 菊池博秋議員 

善福寺にあるあしたの会では、「新バリアフリー法」に関連して、街の中の建物や公

共交通機関のバリアフリーについて、話し合いました。「新バリアフリー法」とは、高

齢者や障害者が移動しやすいまちづくりを進めるため、駅などを対象とする交通バリ

アフリー法と、建物を対象とするハートビル法を統合した法律です。話し合いの中で、

建物をテーマにした意見もありましたが、出された意見の多くが、電車、バス等の公

共交通機関についてのものでした。電車利用に関して言えば、駅のエレベーター、エ

スカレーターなどの設備は、かなり整いつつあるものの、エスカレーターは、杖使用

者や視覚障害者にとっては危険な場合もあること、「車椅子使用者の場合は、電車への

乗り降りを駅員の手に依存しているため、何本か乗る電車を見送ることもある」「降り

る駅で駅員の迎えが間にあわなった場合、スムーズに降りられない」「改札のそばのイ

ンターホンで駅員を呼んでも来てくれないことがある」「異なる鉄道会社間の乗り換え

がスムーズにいかないことがある」「障害者が介助者とともに電車に乗る場合、乗車賃

が半額になるが、スイカ、イオカードなどは半額に対応していない」などの意見があ

りました。さらに、バス利用については、まだまだ障害者の利用は少ないようです。

その理由として、「車椅子乗降用スロープの使い方が乗務員に浸透していない」「ノン

ステップバスの少ない路線もある」「道幅の狭さなどからスロープを出せない停留所が

ある」などの意見が出されました。 

これらの意見を踏まえ、私たちは、自らバスを利用し、どのようなところが使いづ

らいのかを調べたり、国土交通省の「ホットラインステーション」を利用して、困っ

ている現状を伝えました。また、利用する機会の多い関東バス株式会社に自分たちの

意見を伝えました。 

その結果、関東バス五日市営業所にて、乗務員さん研修会に、話そう会のメンバー

が参加させていただけることになりました。11 月 15、16、22 日の３日間で約 100 名

の乗務員さんに対して、車椅子の扱い方や乗降時の対応方法などのお話をさせていた

だきました。障害者が外出の機会をもち、さらに社会参加へとつながっていくために

は、公共交通機関の整備だけでなく、杉並区内のまちづくりについても、整備が必要

だと思います。現在、杉並区には「交通バリアフリー構想」があり、平成 15 年 12 月

に概要版が発行されて以来、荻窪駅や高井戸駅のエレベーターが設置されるなど改善

を見せていますが、上記の冊子は、それ以来改定されていないようです。改定の予定

がありましたら教えてください。障害者・当事者の参画はできるのでしょうか。また、
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基本構想作成にあたって、「（仮称）杉並区交通バリアフリー連絡会」を設置する、と

ありますが、この連絡会は、障害者の参画のもと、現在設置されているのかどうか、

設置されているとすればどのような活動がされているのか教えてください。さらに、

「基本構想で取り上げた地区以外についても課題や問題点を整理し、バリアフリー化

の方策を検討する」とありますが、現在、どの地区で、どのような問題点が挙げられ

ているのか、また、それに対する改善の見通しがあれば教えてください。 

よろしくお願いします。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

次の質問に入ります。 

４番 大沢征子議員。 

 

○4番 大沢征子議員 

 はい。 

 

≪４番 大沢征子議員 登壇≫ 

 

○4番 大沢征子議員 

私達は、肢体・難聴・言語などに障害がありますが、日常は一般の人達の中で生活

していますので、自分が障害者であると言うことを忘れています。しかし、街中で出

会った人達に、頭から障害者扱いされると、あまりいい気がいたしません。 

私達は、常に一人の人間として健常者と 

同様の生活をし、同様の扱いを受けたい 

と思っていますが、残念ながら自分の気 

持ちや考えを相手に伝える事が難しく、 

また介助も必要としますので、地域の人 

達とのコミュニケーションが十分ではあ 

りません。 

たとえば、外出した時、近くにいる人達の中で、すすんでエレベーターのボタンを
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押したり、段差で車椅子を持ち上げたり、色々手助けをしてくれる人達がいて感謝し

ています。しかし、レストランで他のお客のために疎外した扱いを受けたり、バスや

タクシーで乗車拒否にあったりした時には、この行為に何の意思表示も出来ずに、悲

しい思いをする事があります。障害者が、この地域で十分に理解されるまでには、長

い時間が必要と思いますが、今の私達が、この地域の人達と共生していくには、どう

言うコミュニケーションを図れば良いか、仲間と色々話し合ってきました。 

今年 10 月に、たまたま、家族旅行した際に、山のレストランで店頭に盲導犬のステ

ッカーが貼ってありました。このステッカーは「盲導犬以外はお断り」と言うもので

すが、都内では今まで見た事が無いものでした。私はこれを見た時に、お店が「盲導

犬の人は自由にお入りください」という積極的な意思表示を感じ、これはコミュニケ

ーションのひとつの方法として、他の障害者にも使えるのではないかと思いました。 

日頃、外出した時は、段差は無いか、車椅子は通れるか、快く受け入れてもらえるか、

などと心配してお店に入ります。しかし、もし店頭にすでに「障害者ＯＫ」の文字や

ステッカーが貼ってあれば、そのお店の意思を感じ取れて、安心して中に入る事が出

来ると思います。現在、障害者の車椅子マークは、トイレやバス、タクシーなどの公

共のものには多く使用されて、大変役に立っています。それで、こう言うステッカー

を幅広く利用するため、現在の車椅子マークの他に、昨年度の障害者区議会で提案し、

ご検討いただく事になっている「バリアフリーワッペン」や、商店用としての商品一

覧表、取り扱いグッズなど、視覚で伝えるステッカーを幾種類か作成し、用途に合わ

せて商店などに使用するようにすれば、障害者の行動範囲が更に広くなると思います。 

どうか行政面から、ご検討頂きますよう再度ご提案します。 

近年、障害者に対する対応が、小・中学校の教育の場にも採用され、こどもの時か

ら意識面の指導が行われる所が多くなって感謝に耐えません。地域で楽しく共生する

ために教育面からの配慮も、ますます発展させて欲しいと思います。日頃、閉じこも

りがちな障害者が、このような施策によって外出の機会が増えれば、人々とのコミュ

ニケーションも円滑になり、明るい笑顔で社会参加が出来て、私達が望む地域との共

生が可能になると思います。よろしくご検討の程をお願い致します。 

以上で私の提案はおわります。 

 

≪拍手≫ 
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○今井譲 区議会議長 

理事者の答弁を求めます。 

区長。 

 

≪山田宏 区長 登壇≫ 

○山田宏 区長 

３名の議員の方からのご質問にお答えします。 

まず、桧谷議員さんからは、高次脳機能障害の理解を一般的にもひろげ、目に見え

ない障害である高次脳機能障害に応じた対策が遅れているのではないかというご質問

がありました。 

自分自身も、理解しておらず、申し訳なく思います。参考になりました。 

これから、是非、質問されたことそれぞれに対し、どういうことができるか、高次脳

機能障害の啓発も含め、取り組んでいきたいと思います。後ほど、担当部長がお答え

します。 

菊池議員さんからは、交通バリアフリー

構想について、まだ課題も多いという話を

伺いました。区としても全ての駅のバリア

フリー化を平成 22 年までにバリアフリー

化しようと考えておりますが、駅だけでは

なく、点と点を結び、そして線にし、面に

しなくてはなりません。まだまだスタート

したばかりです。その中で、今後のバリア

フリー構想については、障害をお持ちの方々、当事者のご意見を十分にお聞きし、構

想をつくっていきたいと思います。現行の進み具合をみながら、そういう機会を作っ

ていきたいと考えています。また、大沢議員さんからは、バリアフリーワッペンにつ

いて、去年ご質問いただき、まだ実現しておらず、申し訳ありません。是非、区内で

実現できるよう、お店、関係場所等とも相談して、実現に向けて、進めていきたいと

思います。ただ、どういうものがいいのか、一般性を持つのか、いろいろとご意見を

聞いて決めなくてはなりません。見て、わからなければしょうがないので、こういう

場所にこういうワッペンをというのは、大沢議員さんも含め、いろいろな方々のご意

見をお聞きし、また、お店、レストラン等にも働きかけをしていきたいと思います。 
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次の障害者区議会では、よい報告ができるようにしたいと思います。 

他の質問については、関係する部長からお答えさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

≪拍手≫ 

○今井譲 区議会議長 

保健福祉部長。 

 

≪小林英雄 保健福祉部長 登壇≫ 

 

○小林英雄 保健福祉部長 

私からは、桧谷議員の高次脳機能障害者の方への支援策についてのご質問にお答え

いたします。 

まず、失語症の方に対する会話パートナーの育成・派遣についてですが、伝えたい

ことを汲み取って伝え、相手の言っていることも本人にわかりやすいように返してい

くことには専門的技術や訓練が必要であると思います。区ではコミュニケーション支

援の中で、聴覚障害者を対象とした手話通訳者等の派遣等は行っておりますが、失語

症の方に対するコミュニケーション支援の方策については、区にとっても新しい課題

ですので今後、研究していきたいと思います。 

次に、ガイドヘルパーについてですが、居宅介護や移動支援といった支援の際には、

それぞれの障害特性を踏まえた支援が重要であると考えています。10 月からは、移動

支援の対象に高次脳機能障害の方も含まれることになりました。これまでも従事者の

質の向上のためにステップアップ等を実施しておりますが、今後は、これらのなかで、

高次脳機能障害についても、理解が深まるよう、研修内容等を工夫してまいります。 

また、一般の区民の方々に対する高次脳機能障害の啓発についてですが、現在、オ

ブリガードにおいて、高次脳機能障害についての知識の普及や最新情報の提供等を目

的に、年２回、セミナーを開催し、毎回 30 名以上の参加があります。これまでは、当

事者、家族の方々や、医療機関等関係者の参加が主な対象者でしたが、今後は一般区

民の方々に、目に見えない障害とも言われている高次脳機能障害について、広く理解

していただくよう、ポスター、パンフレット等の作成や講演会の開催を積極的に行っ

ていくことを予定しています。 
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次に社会復帰訓練の場についてのご質問ですが、高次脳機能障害に対しては、現在、

オブリガードで生活リハビリ事業を実施していますが、職業リハビリやトレーニング

のように、専門性の高いものについては、現段階では、東京都心身障害者福祉センタ

ーや東京都障害者職業センターなどの専門機関を活用せざるを得ないのが現状です。

今後、区内での取り組みについても、少しづつ専門性を高め、対応できる範囲を広げ

てまいりたいと思います。 

次に、相談機関の増設等についてですが、区では７カ所の相談支援事業所を整備す

る予定です。 

高次脳機能障害については、保健センターやオブリガードだけでなく、様々な相談機

関や施設職員も理解も深めていく必要があると考えています。研修や事例検討等を通

して、福祉事務所や障害者福祉会館、すだちの里などの相談における専門職の高次脳

機能障害に関する相談支援の技術を高めるとともに、区内施設職員等の相談技術や専

門性についてもレベルアップをはかってまいります。 

最後に活動場所の拡充についての質問ですが、障害当事者の自主的な活動を進めや

すい環境づくりをすだちの里、やなぎくぼ、オブリガードの 3 箇所の地域自立支援セ

ンターが中心になって支援していきます。今後の活動場所としては、保健センター、

各自立支援センターのオープンスペース、障害者交流館などの集会施設を利用してい

ただければと思います。 

私からは、以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

都市整備部長。 

 

≪菊池 律 都市整備部長 登壇≫ 

 

○菊池 律 都市整備部長 

私からは菊池議員の、交通バリアフリー構想についてのご質問に答えます。まず交

通バリアフリー基本構想の改定についてですが、基本構想は、先ほど区長からもお話

がありましたように平成 22 年を目途に、重点整備地区をはじめ、すべての駅のバリア
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フリー化を目ざしています。これに基づき、現在重点整備地区であるＪＲ高円寺駅な

ど各駅のバリアフリー化が進んでいます。基本構想の改定につきましては、法改正を

ふまえ、バリアフリー化の進捗状況の推移をみながら、検討していきたいと考えてお

ります。 

次に、杉並区交通バリアフリー基本構想を改定する際の参画についてのお尋ねにつ

いてですが、バリアフリー化が達成された社会というのは、障害者の方や高齢者をは

じめとする誰でもが安心して生活し、社会参加できる住みやすい街、環境の整備され

た街であると考えています。改定に当たっては各団体の皆様のご意見が反映されるよ

う、参画していただくことが大変重要であると考えています。どうぞよろしくお願い

します。 

       次に、交通バリアフリー連絡会についてですが、杉並区交通バリアフリー基本構想

に基づき、連絡会を設置しています。連絡会は、各種バリアフリー事業が円滑に進む

よう、交通事業者、道路管理者、障害者・

高齢者の団体、町会、商店会などの代表

の方々に参加していただいております。

この会はバリアフリーの進捗状況や課題

について、各団体の方々からご意見をい

ただき、交通事業者などと、バリアフリ

ーに関する意見交換や施設の改修などの

要請をしています。 

最後に、交通バリアフリー基本構想で重点整備地区等に取り上げなかった地区での

バリアフリーに関するお尋ねについてですが、鉄道事業者の協力を得ながら、例えば、

久我山駅や八幡山駅、荻窪駅南口のバリアフリー化等、各駅で事業を進めているとこ

ろです。さらに、今年、西永福等の駅でも着工が予定されています。なお、バリアフ

リー化されていない駅については、構造上の課題等があり、厳しい状況にあります。

しかし、今後も引き続き各事業者に強く要請するとともに具体化に向けて協議をすす

め、よりいっそうのバリアフリー化の実現に向けて取り組んでいきたいと考えていま

すのでよろしくお願いいたします。 

私からは、以上です。 

≪拍手≫ 
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○今井譲 区議会議長  

地域経済振興担当部長。 

 

≪清水文男 地域経済振興担当部長 登壇≫ 

 

○清水文男 地域経済振興担当部長 

私からは、大沢議員の、商品の一覧表やグッズなど、お店で取り扱う商品の内容が

障害者にわかるような視覚で伝えるステッカーを商店で使用したらどうかという質問

にお答えいたします。 

障害者の方が地域の人たちとコミュニケーションをはかり、楽しく生活していくた

めには、ご指摘のように、車椅子マークのような障害者が利用できる施設であること

を示す標識や案内板を数多く地域の中に整備していくことが大切です。 

ご提案の取り扱う商品が、内容がわかる、視覚で伝えるステッカーの作成については、

障害者の行動範囲をひろげる上で貴重なご意見ですので、昨年のバリアフリーワッペ

ンの交付を含め、早急に商店街連合会や関係団体とも協議しながら検討していきたい

と思います。 

私からは以上です。 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

教育長。 

 

≪井出隆安 教育長 登壇≫ 

 

○井出隆安 教育長 

大沢議員からの、地域で楽しく共生するための教育面の配慮についてのご質問にお 

答えいたします。 

小学校、中学校におきましては、子どもたちに豊かな心を培い、お互いに理解しあ

い、支え合って、幸せに生きていくことができる社会の実現めざして、教育に取り組

んでおります。社会科や国語といった教科だけではなくて、道徳の時間や総合的な学

習の時間などいろいろな場面において、子供たちが障害者施設を訪問して、障害のあ
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る方と交流したり、車椅子やアイマスクを使って不自由さを体験したり、また、身の

回りのバリアフリーやユニバーサルデザインについて調べたりする等して、子どもた

ち自身が体験を通して、考えることによって、障害や障害者に対する理解を深め、差

別や偏見をなくす、そういう学習をしているところです。 

また、障害のある子どもたちが、通常の学

級に来て授業に参加したり、給食を一緒に

食べたり、あるいは学校行事に一緒に参加

したり、そういうことを通して、子ども同

士の交流を行って、お互いの理解を深めて

いるところでもあります。誰もが地域で楽

しく共生できる社会の実現、これは、みん

なが求めている目的でもあります。 

これからもこうした取り組みを一層、充実

させてよいまちづくりをしたいと考えています。 

私はこれまで、いろいろな機会に、いいまちがいい学校をつくる。いいまちのある

ところに、いい学校ができるという話をしてまいりました。 

学校を所管する教育委員会といたしましては障害のある人も障害のない人も、みんな

が助け合って、理解し合って、支え合って共に生きていくことができるまちづくりを

していく、これがまたいい学校をつくることにつながっていくと考えます。 

私からは以上です。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

これをもちまして、本日の日程は、すべて終了いたしました。区長から、あいさつ 

があります。 

区長。 

 

≪山田宏 区長 登壇≫ 

 

○山田宏 区長 
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皆さん、本日は、長い時間にわたりまして、それぞれの立場から、貴重なご意見、

ご提案をありがとうございました。私もいろいろお聞きしながら、それぞれ、自立に

向かって今ある問題、課題について具体的にお話をいただきました。それらにつきま

しては、きちんと応えられるものから応えていきたいというふうに考えています。ど

うか、それ以後の動きも見ておいていただきたいと思います。 

最初に申し上げましたとおり、障害者にとって住みやすいまちは、誰にでも住みや

すいまちです。ですから、障害者の方々のさまざまな提案は、実は自分たちのまち住

みやすくしていくための重要な提案です。障

害者福祉だけにとどまらない、大事なみんな

の課題だ、というふうに考えています。 

そういったことで、今日の皆さんから 

いただいた話というのは、すべての杉並 

の住民、区民が、この街で生きていく上 

で、生活していく上で、街を住みやすく 

する、重要な提案だったと考えています。 

どうかこれからもそれぞれの中で、ぜひ  

頑張って、また、いろんな人達に勇気と希望を与えてくださいと念じています。 

また、杉並区も、そういった皆さんともに一緒に歩んでいきます。そういうことを

改めて申し上げ挨拶にかえさせていただきます。本日は、本当に長い間、どうもあり

がとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 

 

≪拍手≫ 

 

○今井譲 区議会議長 

以上で、本日の会議を閉じます。議長としてひと言ご挨拶させていただきます。本

日は、皆様方長時間ご苦労様でございました。また、貴重なご意見を発表していただ

きましてありがとうございました。 

日頃、皆さんが考えていること、お困りのこと、たくさんのことがよく伝わりました。

また、熱意を持って発表する皆様の姿勢にも感銘を受けました。本、障害者区議会で

いただきましたみなさんのご提案、ご要望は、私たち区議会もしっかりと受けとめ、

よりいっそうの地域福祉向上に取り組んでまいりたいと考えています。 
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また、これからも杉並区へのご意見等ありましたら区議会や、私たち議員に対して、 

皆様自らの声でたくさんの意見を述べていただくことをお願いいたします。 

 本日は、長い時間、熱心に論議いただきまして、本当にありがとうございました。 

以上を持って平成 18 年障害者区議会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ブザー≫ 

≪拍手≫ 
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Ⅲ 「障害者区議会」アンケート集計結果 
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平成１８年「障害者区議会」アンケート集計結果 
 
 
 

１ 出席者（障害者議員）へのアンケート 
 
回答総数 ３６人 ※各回答の（ ）内は、回答者数 

 

障害者区議会に出席された皆さんへのアンケート 

 今日は、「障害者区議会」に出席していただきありがとうございました。出席された感想などがありましたら、教え

てください。 

 

●「障害者区議会」に出席してどうでしたか？  

 １ よかった（３４） 

 ２ よくなかった（１） 

   回答なし（１） 

 

  ☞ 94.4％の人が「よかった」と答え 

ている。 

 

 

●障害者議員の質問はどうでしたか？ 

 １ わかった（３２） 

 ２ よくわからなかった（４） 

   回答なし（０） 

 

 

  ☞ 88.9％の人が「わかった」と答え 

ている。 

 

 

●区長や部長などの答え方はどうでしたか？ 

 １ わかりやすかった（２７） 

 ２ わかりにくかった（９） 

   回答なし（０） 

 

 

  ☞ 75.0％の人が「わかりやすかっ 

た」と答えている。 

 

 

よかった
94.4%

回答無し
2.8%よくなかった

2.8%

回答無し
0.0%よくなかった

11.1%

よかった
88.9%

 

わかりやす

かった

75.0%

回答無し

0.0%
わかりにくかっ

た

25.0%
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●区長や部長などが答えたことで、さらに聞

きたい事がありますか？ 

 １ ある（８） 

 ２ ない（２４） 

   回答なし（４） 

 

 

 

 

  ☞ 22.2％の人が「ある」と答えている。 

 

ここに聞きたいことを書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●12 月 8 日のリハーサルまで何回も準備してきましたが、準備について何か感想・意見

はありますか？ 

 １ ある（７） 

 ２ ない（２３） 

   回答なし（６） 

 

 

 

 

  ☞ 19.4％の人が「ある」と答えている。 

 

ここに書いてください。 

 

・ 私の場合、何人かの人の意見をまとめるという作業があり、むずかしかったです。 

・ よかった。 

・ 前日リハーサルがよい。 

・ 何度も練習を家でやりました。（１日１回） 

・ 準備の会の話し合いで、他の人の意見も聞けてよかった。 

・ リハーサル自体がある事も知らなかった。 

・ 具体性が希薄になってきた。 

・ リハーサルでみんなの意見があったよかったです。 

ない
66.7%

回答無し
11.1%

ある
22.2%

・ 清明寮のこと 

・ 大沢議員「バリアフリーワッペン」の件ですが、仮に当事者グループの方からデザインの提案、

配布対象について企画させていただいた場合、その考えは反映されるのでしょうか。それとも現

在、取組が進行中で具体策も決定しているため、介入は無理でしょうか。 

・ なるべく都バスを考えてください。 

ある
7 , 19%回答なし

6 , 17%

ない
23 , 64%
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●障害者区議会は、続けたほうがよいと思

いますか？ 

 １ 今年と同じように開催し他方がよい（２５） 

 ２ やり方を変えて開催したほうがよい（６） 

 ３ 今年でやめたほうがよい（２） 

   回答なし（５） 

 

 

  ☞ 65.8％の人が「今年と同じように  

開催したほうがよい」と答えている   

が、「やり方を変えて開催したほうが 

よい」「今年で修了」をあわせると、 

2 割以上となっている。 

 

●そのほか何か感想・意見があれば書いてください。 

 

 

・ みんなの話を聞いてよかったです。 

・ より具体性があるように、区ができることがあるならはっきりと。 

・ もう少し、わかりやすい言葉や写真等を使って答えても良いのでは、と思いました。 

・ 具体的な対策をもっと詳しく述べてほしかった。「痛み」のわかる回答をすべきだ。 

・ 障害を持った人が希望するサービスや場所があるのに、知らないために利用できない人も多いと思う

ので、障害者にたいしてもっと区報などに取り上げて欲しいと思いました。 

・ 全体性より問題性に応じて 

・ 来年も開催を希望すますが、区議会という硬いイメージではなく、やわらかく、たのしいイメージで

もよいのではと感じました。（区議会とは別に設けてもらってもよいのですが・・・ 

・ 会議中に拍手が多すぎると思う。 

・ 自分は精神障害者の人とは、話しをする機会があったが、他の２障害（知的・身体）の事は良く知ら

なかった。他２障害の人の意見が聞けたのが良かった。 

・ みな、いい人たちでよかったです。 

・ 山田区長様と個人的にお話がしたいです。 

・ 以後も障害者週間に開催してください。時間がハッキリしていた方が準備に便利です。 

・ 毎年１２月に行っているが、これからも１２月に行ってほしい。 

・ 答弁を、もっとやさしく伝えてほしい。 

・ 音楽が聞きたいです。 

・ 来年は区議会に出てぜひ参加をして発表をしたいと思います。 

・ 良かった。 

今年と同じ
65.8%

やり方を変
えて
15.8%

今年で修了
5.3%

未記入
13.2%
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２ 来場者（傍聴者）へのアンケート 
 

回答総数 ５５人 ※各回答の（ ）内は、回答者数 

 

 

障害者区議会に来られた方へのアンケート 

今日は、「障害者区議会」を傍聴いただきありがとうございました。「障害者区議会」の感想などがありましたら、お

寄せください。 

 

●「障害者区議会」は全体を通してどうでし

たか？ 

 １ よかった（４６） 

 ２ よくなかった（３） 

   回答なし（６） 

 

 

  ☞ 83.6％の人が「よかった」と答 

えている。 

 

お気づきの点がありましたらお書きください。 

 

・ 特に障害者の方の質問の内容がよくまとめられていた。 

・ 立派で大変よい議会でした。沢山の有意義外な意見がだされて成功でした。全員に感銘しまし

た。 

・ もっと３分程度の方がいい。いいたいことがいっぱいある人がいるから。 

・ 全体が、各回のためといった感がぬぐえない。 

・ 色々と肩書きのある方たちのお話なので緊張しました。 

・ 先に意見の概要がわかっていたらと思った。 

・ 障害があっても立派に発言されて素晴らしかった。 

・ 途中で失礼したので全体はわからないのですが、私も傍聴できてよかったです。 

・ 精神のことをもって分かって欲しいです。議員さんに、作業所に来て見てほしいです。 

・ ハキハキとみなさんいい意見を言って良かった。 

・ 年々内容が充実してきていると感じられます。障害者の方々の質問に比べて、職員の返答に、

もう一工夫を。 

・ 区の取組状況が表になっているのは良い。 

・ 全体的にはよかったと思います。 

・ ５回目を向かえ、大変充実していると思います。 

・ 一人ひとりの質問がはっきりしていた。高次脳機能障害について発言したことがよかった。パ

ーキンソン病の人の訴えがあればもっとよかった。 

・ セレモニー的になっているため、障害者の区政参加を、もう少しちがう形で実施する方がいい

のではないのではないでしょうか。 

・ 昨年、精神科医も立ち会ってほしいとき、直後、区長（？）から、同様のことを言われほっと

していたところだ。しかし、精神科医の紹介が無く残念だった。 

・ 字幕が早くてメモが取りづらい。毎年、取組状況は、質問者が決まってから作られているが何

故か？せっかく意見を述べても返答はきちんとするべきである。時間や内容は良かったと思う。

長過ぎず、短過ぎず。 

よかった
83.6%

よくなかった
5.5%

回答なし
10.9%
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●障害者議員の質問はどうでしたか？ 

 １ わかった（５０） 

 ２ よくわからなかった（３） 

   回答なし（２） 

 

 

 

  ☞ 90.9％の人が「わかった」と答え 

ている。 

 

お気づきの点がありましたらお書きください。 

 

 

●区長や部長などの答え方はどうでしたか？ 

 １ わかりやすかった（４０） 

 ２ わかりにくかった（９） 

   回答なし（６） 

 

 

  ☞ 72.7％の人が「わかりやすかった」   

と答えている。 

 

 

・ 全員立派に自分達の意見を話され良く解りました。 

・ みんな自分の意見をはっきり述べてよかったです。 

・ 現状維持も大切だが、もっと頑張ってください。 

・ よくようがある意見があったらと思う。 

・ 自立に向けての相談は是非早期に解決してください。 

・ とてもわかりやすい内容でした。 

・ 聞いて、なるほどと思うことが多く感じられた。 

・ むずかしくなくわかりやすくって良かった。 

・ 作業所での給食費は無料にしてほしいと強く伝えてもよかったのではないか。 

・ かなり具体的に実生活に基づいた意見が多くなったと思います。関係者の方々の努力に感謝しま

す。 

・ 質問要旨も簡単に書かれてあったのでより分かりやすかった。 

・ 障害者の方の熱意が伝わってきました。 

・ 一生懸命発表している姿勢に感銘しました。 

・ 自分より障害の重い人が、しっかり発言して、地に足が着いているような感じで困っていること

をてきぱき発言してしっかりしていると思った。個人的に郵便局や銀行など、もっとおそくまで

やってもらえないか。 

・ 利用料の件について一番関心があったのだが、結局、どうなるのか、なったのか作業所スタッフ

もよく説明なされないし、決定されてないようだ。厚労相もその件について考慮するとＴＶで言

っていたが―。 

・ この質問自体が障害者に対して失礼ではないか。質問の内容やしゃべりが多少うまくいかないの

がむしろ当たり前であり、内容もうまく伝わらないと報道機関等に気を使うのではなく障害者に

向くべきではないか。大体 1 ヶ月以上前から区側が質問内容を知っているのだから議会じゃない

よね。 

よくわかっ
た

90.9%

よくわからな
かった
5.5%

回答なし
3.6%

わかりやす
かった
72.7%

わかりにく
かった
16.4%

回答なし
10.9%
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お気づきの点がありましたらお書きください。 

 

 

 

●障害者区議会は、続けたほうがよいと思い

ますか？ 

 １ 今年と同じように開催したほうがよい（３９） 

 ２ やり方を変えて開催したほうがよい（１０） 

 ３ 今年でやめたほうがよい（１） 

   回答なし（５） 

 

  ☞ 70.9％の人が「今年と同じように開

催したほうがよい」と答えているが、「やり方

を変えて開催したほうがよい」「今年で修了」

と答えた人は、2割である。 

 

・ 質問に対しての返答に、内容の深みがなくて残念だった。 

・ 答えてくれる内容は、ほとんど区民としてわかっていることだった。 

・ 大勢の担当委員さんが細かく答弁してくださいましたが、早すぎて障害者が理解出来ないのでは

・ 直接対話の感じが、よかった 

・ あたりさわりがなかったが、実行力についてはある。（杉並区報） 

・ 自立のためにボランティアをふやして、やさしい気持ちの育つ教育を実行してもらいたい。ボラ

ンティアの窓口も多く広げてほしい。 

・ ていねいに説明されていました。 

・ このていどだと思う。 

・ 本質をとらえて、答えて欲しかった。誰も障害を背負って生きていく事を望んでいない。仕方な

く背負いながら生きていく事を理解してください。 

・ タテマエっぽく感じた。 

・ ・障害者の心をよくわかってほしい。 

・ 専門用語などはもう少し噛み砕いて表現した方が分かりやすいのでは？ 

・ ゆっくりと各議員の顔を見ながら質問者に語りかける様に。 

・ きこえにくいです。こえがちいさい。むずかしい。だらだらしすぎ。 

・ 答えがあいまいでよくわかりません。 

・ 早口でいいまわしがくどいと、わかりにくい方が２、３名いらした。 

・ 人によっては、ごまかして、にごして答えるように思えてしょうがない。シッカリ障害者のみか

たになり、プラスのほうになるようにどんどん実行してほしい。仕事できる人もいるし出来ない

人、いろいろなケースの人がいるのでしょうがない。じょうずに考えてほしい。だれでも、いつ

病気や障害者になってしまうかわからないのだ。弱者いじめはぜったいしないでほしい。 

・ もう少しわかり易く答弁があってもよかった。 

・ 障害者の発言に対して全部こたえるのは難しいと思うし、こまっている人を安心してそうさせる

のにたとえば仕事にいくためバスの料金を無料にすることなど時間がかかる。 

・ 回答の仕方が担当者によって早口、分かりにくい語句の使用があった。 

・ 質問者の意図と私の聞いたことがずれている。もっと質問者を増やすか E-MAIL・ＦＡＸ・・・

etc でも受けつけてほしい。工賃が安く、利用料を引くと、＋－０に近いことについて、何も触

れられていない。それには何かわけがあるのか？私が無知なのか？広報でもとりあげてほしい。

・ 相変わらず欠点のない、今後検討するとか、次の議会でないと区が独自に行うことは、とか、国・

都の管轄だとか、障害者区議会を希に行っている行政として近隣の武蔵野市などに比べると保証

人の面にしても及び腰だし、何年も似たような質問に対しても全く進んでいる発言もなく、もっ

と障害者に優しい行政へ（それで障害者の方が多数引っ越されても困るのもわかるが・・・） 

今年と同じ
70.9%

やり方を変
えて
18.2%

今年で修了
1.8%

回答なし
9.1%
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お気づきの点がありましたらお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●そのほか何か感想・意見などがあればお聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ５年目になり大きく形になったものはなく、イベント的な気がします。形を変えて実際に区政

に反映されるようなものにすべきと思います。寝ている人も多いですし。 

・ このような開催を通して、障害者に取って自分達からも安心にくらせる杉並区づくりの力にな

ると思いました。色々なことを知るチャンスになるのではないか。 

・ 今回初めて参加し勉強になりました。 

・ 質問の時間をとっていればと思う。 

・ マスコミにアピールしてほしいと思います。 

・ 前に意見をいった人はいえないのではなく２回くらいはいえるようにしてほしい。 

・ 希望として年 2回、議会の中で前回の提案に対する進み具合を説明してほしい。 

・ パフォーマンスだけにならなければ続ける価値はあると思います。 

・ 時間が長い。 

・ もう少し、ラフに障害者の意見を聞ける場があれば良いと思う。 

・ 一般の人達も、もっと聞いてほしい又、聞く場をつくってほしい（議場のみなさんにだけでな

く） 

・ 傍聴席の者も質問、賛成、追加意見 ete 発表できる様に考慮してほしい。 

・ 前述にもしたが議会自体がアンフェアで、大きな一般区民への普及啓発意義は理解できるも、1

ヶ月前から発言内容等のこうそく、時間的にもいろいろな障害者自身にとっては短いものであ

り、今後小委員会等計画の前の時点から参画できるようにしていただきたいと思う。 

・ 討論形式の障害者区議会にして、来年からは実施して欲しい。高次脳機能障害を初めて知って、

理解しなければならないと思った。 

・ 具体的な区の答えがないと、質問する側がむなしくなるような気がします。発表するまでたく

さんの時間をかけて準備しているので。 

・ 答弁側に座っている部長も疲れていたり、自分の担当がないと眠くなるのも分かりますが、杉

並区の中でも上位の給料をもらっているのですから、居眠りは良くないと思います。自分の時

給を考えつつ、関心をもってしっかりと聞くべきだと思います。税金のムダ使いです。時間だ

早い 

・ 休憩時間に退出せざるをえなかったあので、自立支援法が現場にそのような影響を与えている

のかについてのなまの質疑応答がきけず残念でした。 

・ わかりやすい回答でよかったと思いました。是非希望どおりの実現に向けて区の方の（各部署）

働きを期待します。 

・ 障害者にはきびしくすることは必要ないと思う。障害者も普通の生活をしたいと思うが、それ

ができないのが残念である。ささやかな幸せで満足しなければならないが、それでは生きる価

値が無いと思う。 

・ 障害の性格に応じて仕事の紹介をしてほしい。 

・ パソコンで画面に話したことが同時通訳的に出てくるのが、ことばの不自由なときのサブとし

て、大変聞いて見ていてよかったです。 

・ ちょっと時間がかかりすぎなので２時～４時までにしてほしいです。 

・ 当会議の答弁は、障害者が自立するという問題に程遠い。本当に自立するという意見に障害者

が何を求めているのか考え直してほしい。 

・ 作業所で働くのに利用料を払うにはおかしいと思う。非常に弱い障害者なのだからぜひ無料に

してほしい。これは、最優先問題であると思う。区長願いします。 

・ 今回の区議会はＴＶで放映されるのでしょうか？もしされるのなら、質問、答えに関してはノ

ーカットを希望します。 

・ 障害者のために、区の幹部の方々の貴重な時間をさいて対応して頂き感謝に耐えません。あり

がとうございました。親として心からお礼を申し上げます。 
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・ 杉並区が他に誇れる議会と思います。 

・ 議会場のデザインは大変よいのですが、傍聴席の車イススペースは、実は議席がまるで見えま

せん。スクリーンの上部がかろうじて見えるくらいです。とても残念です。障害者にかぎらず、

長時間の会議は大変でしたが、やはり身体的、精神的に大変な障害を持つ方々ががんばって席

についているのをみて、みなさん前向きだと感じました。 

・ とてもよかったです。来年度も続けてくださいお願いします。 

・ 今回はバスのことがおおかった。来年度は、はつげんをしたいです。 

・ バスのけん、よろしくおねがいします。 

・ 障害者議員の方の意見がちゃんと反映されていてすごいと思いました。 

・ 検討された事項を、速やかに区民に提示してほしい。 

・ はじめての傍聴でしたが、出席してほうとうによかったと思いました。障害者をもっと理解し

相互の意思がくい違わない様にしたいと思いました。多くの方が傍聴できるようにしらよいと

思います。その為の宣伝も必要だと思います。ボランティア精神のある方は多くおられると思

います。 

・ 精神障害者と言われる人たちが堂々と発言しているのがよかった。でも、こういう場所できで

なく日常生活の場面でも今日みたいに積極的であってほしいと思った。 

・ 施設に通所している人だけでなく、在宅の障害者の意見も拾ってほしい。 

・ しんけんに答弁してもらいよかったが、障害者が住みよい町は区民全体が住みよい町です。今

後ともよろしくお願いします。障害者もひとりの人間、がんばって生活しています。よろしく

お願いします。障害者には、なりたくてなったのでもなく、又、親として生んだのでもありま

せん。生まれた時すでにあり、ある日突然に誰でも起きうることです。 

・ 障害者に対する偏見をなくし、理解を得るために区民報、ポスター、宣伝車等での区民、商店、

企業、交通機関等への啓もうを数倍活動する必要がある。 

・ 議員４名と、発表者１２名の選出はどういう方法でおこなわれているのか。又、発表内容につ

いて、各作業所、施設等での指導はどう実施されているのか（本人の発表したいことをやりた

いやり方でされているのか）きちんとまとまりすぎている感じがします。世でさわがれている

タウンミーティングのようなことはないのかと思います。 

・ 傍聴席をもっとふやしてほしい。「記者席」etc と称し、実際は余り、あとから来た人がそこへ

座った人もあり正直者はモニター室へ行ったひともある。E-mail で区長に直接訴えることの出

来る制度は不可欠なものか？（秘書室でも可能？）議員は３人しか（精神障害）意見はのべら

れない。傍聴の者としては、いささか手ぬるいと感じられた。差別（健常者との）がスタッフ

の中にもみられ、苦しんでいることも知ってほしい。 

・ 通常の区議会の内容、実際行っている現状等、今日も１５年１６年１７年のパンフが置いてあ

ったが、ＩＴ化の推しんなり、空き教室なり、今日みたいにパンフがでるのが８月とかおおい

ので、質問事項が配布されたのはよかったが、何度も何度も書くが、去年の質問に取り組みを

直前に出す＝誠意が見られません！また、アンケート書いていますけど長く書いているのに電

気は消されるは、又、毎年冊子の後ろにアンケートの集計を載せるが、毎年、毎年きちんとし

てほしい。職員間でてんとう虫に音声がどうのこうのと、もう一体何年同じ事をやっているの

に・・・絶句でモノがいえない。 
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「平成
へいせい

１７年
ねん

障害者
しょうがいしゃ

区議会
くぎかい

」主
おも

な質問
しつもん

と区
く

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）

就労
しゅうろう

支援
しえん

について

区
く

役所
やくしょ

実習
じっしゅう

を増
ふ

やして欲
ほ

しい。もっといろいろな

お店
みせ

や企業
きぎょう

で実習
じっしゅう

が受
う

け

られるようにして欲
ほ

し

い。

　区役所本庁舎
くやくしょぼんちょうしゃ

や中央図書館
ちゅうおうとしょかん

で行って
おこな

いる区役所実習
くやくしょじっしゅう

は3年目を
ねんめ　　　

迎え
　むかえ

、今年
ことし

も27名の方
かた

が実習を終
お

える予定
よてい

です。また区役所実習
くやくしょじっしゅうい

以外
がい

に、今年度
こんねんど

は30名の方が一般企業で事務補助
めい　　　かた　　いっぱんきぎょう　　　　　　じむほじょ

、清掃、接客
せいそう、せっきゃく

な

どの実習
じっしゅう

を経験
けいけん

しました。これらを通
とお

して、12月現在
がつげんざい

で17社
しゃ

に

22名
めい

の方
かた

が就職
しゅうしょく

しました。

就職
しゅうしょく

している先輩
せんぱい

の話
はなし

が

聞
き

きたい。

　すでに就職
しゅうしょく

している方
かた

の話
はなし

は、ワークサポート杉並
すぎなみ

が開催
かいさい

する

セミナーや交流会
こうりゅうかい

、オブリガードの就労準備講座
しゅうろうじゅんびこうざ

、やなぎくぼが

毎週土曜日
まいしゅうどようび

に開催
かいさい

しているオープンスペースなどで聞く
き

ことがで

きますのでお問い
          と

合わ
あ

せください。

中央
ちゅうおう

図書館
としょかん

で実習
じっしゅう

を行
おこな

っ

た。とても楽
たの

しくがんば

れたが、採用
さいよう

はしてもら

えないのか。

　現在、図書館
げんざい、としょかん

では民間委託を進め
みんかんいたく　　　　　すすめ

ていますが、委託
いたく

する業者
ぎょうしゃ

に

は障害者
しょうがいしゃ

の働く
はたらく

機会と場
きかい　　　　ば

の提供
ていきょう

を求め
もとめ

ているところです。

　また、図書館
としょかん

ではひとりでも多く
おおく

の実習生
じっしゅうせい

を受入
うけいれ

れ、働く機会
はたらくきかい

と場
ば

の提供
ていきょう

に役立て
やくだて

るよう努め
つとめ

ており、今年度
こんねんど

は11名
めい

の方
かた

が実習
じっしゅう

する予定
よてい

です。

区内
くない

の就労
しゅうろう

先
さき

が少
すく

ない。

もっと身近
みぢか

なところに就
しゅ

労
うろう

先
さき

がほしい。

　ワークサポート杉並
すぎなみ

では、区内
くない

の事業所
じぎょうしょ

に訪問
ほうもん

するなどして、

実習
じっしゅう

や就労
しゅうろう

の場
ば

の拡大
かくだい

をすすめています。今年度
こんねんど

は実習先
じっしゅうさき

として

新た
あら

に区内
くない

で2社
しゃ

を、就労先
しゅうろうさき

として3社
しゃ

5事業所
じぎょうしょ

を開拓
かいたく

しました。

　また、区役所内
くやくしょない

など３か所
しょ

の喫茶店
きっさてん

てんとう虫
むし

について、障害
しょうが

者
いしゃ

が働き
はたらき

やすい環境
かんきょう

を整え
ととのえ

た特例子会社
とくれいこがいしゃ

を誘致
ゆうち

、運営
うんえい

してもらう

こととしており、平成
へいせい

19年
とし

4月以降
がついこう

15～20名の障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

の雇
こよ

用
う

が実現
じつげん

する予定
よてい

です。

多様
たよう

な分野
ぶんや

の仕事
しごと

を提供
ていきょう

してほしい。また障害
しょうがい

に

合
あ

わせ、短
たん

時間
じかん

の仕事
しごと

も

提供
ていきょう

してほしい。

　今年度
こんねんど

は既
すで

に2２名
めい

の方
かた

の就職
しゅうしょく

が実現
じつげん

していますが、勤務先
きんむさき

は

17社
しゃ

にわたり、仕事
しごと

の内容
ないよう

もさまざまです。勤務条件
きんむじょうけん

はそれぞれ

異なり
こと

ますが、1日6時間
にち　　　じかん

で週5日勤務
しゅう　　にちきんむ

を基本
きほん

としています。

質問
しつもん

の要旨
ようし
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

の就労支援
　　　　　　　しゅうろうしえん

について

ハローワークのように相
そう

談
だん

できる窓口
まどぐち

を区内
くない

に増
ふ

やしてほしい。

　オブリガードでは、精神障害者を対象に就労
せいしんしょうがいしゃ　　　たいしょう　　しゅうろう

に関する相談
かんするそうだん

を

行
おこな

っており、平成
へいせい

18年
とし

4月
つき

から9月末
がつまつ

までに234件
けん

の相談
そうだん

があリ

ました。障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

に応じ
おうじ

、「精神障害者共同作業所
せいしんしょうがいしゃきょうどうさぎょうじょ

」や

「ワークサポート杉並
すぎなみ

」「ハローワーク」など関係機関
かんけいきかん

の紹介
しょうかい

を

行う
おこ

とともに、模擬面接
もぎめんせつ

の支援
しえん

や履歴書
りれきしょ

の書き方
か　　　　かた

などを助言
じょげん

して

います。

作業
さぎょう

所
じょ

から一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に就
つ

くときにハードルが高
たか

い

ので、働
はたら

くための知識
ちしき

や

技術
ぎじゅつ

を学
まな

べるような中間
ちゅうかん

施設
しせつ

がほしい。

　オブリガードでは、施設内訓練や企業実習等を通して
しせつないくんれん　　　　　きぎょうじっしゅうなど　　　　とお

就労支援

を進
すす

めており、平成
へいせい

1８年
とし

11月末
げつまつ

現在
げんざい

、利用者
りようしゃ

1３名
めい

のうち一般
いっぱ

就労
んしゅうろう

3名、アルバイト雇用
こよう

1名
めい

の方
かた

が支援
しえん

を受け
うけ

ながら働い
はたら

ていま

す。また、就労体験実習
しゅうろうたいけんじっしゅう

として、社会適応訓練、職場訓練、区役
しゃかいてきおうくんれん　　　　しょくばくんれん　　　　　くやく

所実習
しょじっしゅう

などを実施
じっし

しています。

　就労
しゅうろう

を希望
きぼう

する方
かた

を対象
たいしょう

に、就労準備講座
しゅうろうじゅんびこうざ

を計
けい

6回
かい

実施
じっし

すると

ともに、本年度
ほんねんど

の新たな
あらたな

取り組み
とりくみ

として、地域
ちいき

に出前
でまえ

する「就労
しゅうろ

準備講座
うじゅんびこうざ

」を19年
ねん

1月
が

から共同作業所
きょうどうさぎょうじょ

など3か所で開催します。

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

推進
すいしん

のため、

当事
とうじ

者
しゃ

、医療
いりょう

機関
きかん

、行政
ぎょうせい

者
しゃ

が共同
きょうどう

して取
と

り組
く

む必
ひ

要
つよう

があると思
おも

うがどう

か。

　精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

について、関係機関
かんけいきかん

とのネットワークを強化
きょうか

するるため、オブリガードでは、ハローワーク、ワークサポート

杉並、関係機関等とともに「杉並区精神障害者就労支援連絡会
すぎなみくせいしんしょうがいしゃしゅうろうしえんれんらくかい

」

を設置
せっち

しています。本年
ほんねん

度
ど

は7月に第
だい

1回目
かいめ

を開催
かいさい

し（参加者
さんかしゃ

27

名）、19年2月に第
だい

2回目
かいめ

を開催
かいさい

する予定
よてい

です。

作業所
さぎょうじょ

について

作業
さぎょう

所
じょ

の工賃
こうちん

が低
ひく

いの

で、区
く

が外部
がいぶ

発注
はっちゅう

する仕
しご

事
と

を作業
さぎょう

所
じょ

に優先
ゆうせん

的
てき

に発
はっ

注
ちゅう

してほしい。

　区
く

では、区立
くりつ

や民間
みんかん

の作業所
さぎょうじょ

に公園清掃
こうえんせいそう

や郵便物
ゆうびんぶつ

の封入・封緘
ふうにゅう・ふうかん

の仕事
しごと

などを発注
はっちゅう

していますが、このほかの仕事
しごと

を優先的
ゆうせんてき

に作業
さぎょう

所
じょ

に発注
はっちゅう

することは難し
むずか

いと考
かんが

えます。

　１８年６月、区内
くない

の障害者施設
しょうがいしゃしせつ

や作業所
さぎょうじょ

によって「すぎなみ仕
しご

事
と

ねっと」が設立
せつりつ

され、現在、共同受注
げんざい、きょうどうじゅちゅう

などによる工賃
こうちん

アップに

取り組
とりぐみ

んでいます。

作業
さぎょう

所
じょ

の地理
ちり

的
てき

に均等
きんとう

な

分布
ぶんぷ

を望
のぞ

む。

　自立支援法施行に伴い
じりつしえんほうしこう                 ともない

、各作業所
かくさぎょうじょ

ではどのような事業体系
じぎょうたいけい

に移
いこ

行
う

するか、区
く

と一緒
いっしょ

に検討
けんとう

しています。今後
こんご

の事業
じぎょう

の再編
さいへん

や新設
しんせつ

にあたっては、できるだけ地理的
ちりてき

バランスのことも考慮
こうりょ

しなが

ら、検討
けんとう

します。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

学校
がっこう

の空
あ

き教室
きょうしつ

等
とう

を作業
さぎょう

所
じょ

等
とう

の居場所
いばしょ

として提供
ていきょう

してもらえないか。

　現在、学校
げんざい、がっこう

では、少人数教育
しょうにんずうきょういく

や特別支援教育
とくべつしえんきょういく

などよりきめ細か
こま      

な指導
        しどう

を行う
おこなう

ための教室
きょうしつ

が必要
ひつよう

となっています。また、学校適正
がっこうてきせい

配置
はいち

や学区希望制
がっくきぼうせい

により児童生徒数
じどうせいとかず

が大きく変動
おおきくへんどう

する可能性
かのうせい

があ

るなど作業所等
さぎょうじょなど

への転用
てんよう

は難しい
むずかしい

ものとなっています。今後は
こんごは

新
あら

たな
たな

転用
てんよう

ができる方法
ほうほう

はないか知恵
ちえ

と工夫
くふう

を出
だ

して取り
と

組
く

んでい

きます。

区政
くせい

参画
さんかく

など 当事者
とうじしゃ

活動
かつどう

について

自分
じぶん

たちの考
かんが

えを話
はな

し

合
あ

ったり、集
あつ

まって活動
かつどう

できる機会
きかい

や場所
ばしょ

がある

か。また、手伝
てつだ

ってもら

えるスタッフがほしい。

　障害者福祉会館
しょうがいしゃふくしかいかん

では、「つどい会
かい

」をはじめとする自主活動
じしゅかつどう

グ

ループの支援
しえん

を行い
おこない

、余暇活動
よかかつどう

や交流
こうりゅう

の場
ば

が一層拡大
いっそうかくだい

するように

努めて
つと

いるところです。また、和田
わだ

と高円寺
こうえんじ

の交流館
こうりゅうかん

も、各障害
かくしょうが

者団体
いしゃだんたい

やボランティアの集会
しゅうかい

、訓練
くんれん

など自主的
じしゅてき

な活動
かつどう

の場
ば

を提供
ていきょう

しており、スタッフの募集
ぼしゅう

などにも活用
かつよう

できます。

仲間
なかま

たちの意見
いけん

や要望
ようぼう

を

区長
くちょう

に直接
ちょくせつ

話
はな

したいと思
おも

うが、そのような機会
きかい

が

ほしい。

　毎年
まいとし

、区長
くちょう

と区政
くせい

を話す会
はなすかい

を7地域
ちいき

で実施
じっし

しております。ま

た、区民の皆様
くみん　　みなさま

からの寄せ
よ

られているご意見
いけん

やご要望
ようぼう

は、区長
くちょう

が

目
め

を通し
とおし

ておりますので、ご意見
いけん

やご要望
ようぼう

がありましたら、いつ

でも区役所
くやくしょ

にお寄せ
およせ

ください。

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

への助成金
じょせいきん

や

交通費
こうつうひ

の財政的
ざいせいてき

支援
しえん

やＮ

ＰＯ法人
ほうじん

等
とう

の設立
せつりつ

支援
しえん

を

してほしい。

　今年度
こんねんど

は当事者団体
とうじしゃだんたい

の設立
せつりつ

に向けて
むけて

、集まる機会
あつ　　　　　きかい

や場
ば

の提供
ていきょう

、

それぞれの意見集約
いけんしゅうやく

への支援
しえん

を行な
おこな

っています。助成金
じょせいきん

などの財
ざい

政的支援
せいてきしえん

については、他
ほか

の障害者
しょうがいしゃ

の活動
かつどう

も含め
ふくめ

、その活動状況
かつどうじょうきょう

を

踏ま
ふ

えて検討
けんとう

していく必要
ひつよう

があると考
かんが

えています。

障害者
しょうがいしゃ

施
せ

策
さく

の策定
さくてい

に関
かん

し

て、素案
そあん

作
づく

りの段階
だんかい

から

当事者
とうじしゃ

の参加
さんか

が重要
じゅうよう

と思
おも

うがどうか。

　今年度
こんねんど

、障害福祉計画
しょうがいふくしけいかく

の策定
さくてい

にあたっては、素案
そあん

づくりの段階
だんかい

から障害者福祉懇談会、精神保健福祉連絡協議会
しょうがいしゃふくしこんだんかい、　　　　　　せいしんほけんふくしれんらくきょうぎかい

などで当事者
とうじしゃ

や

団体等
だんたいなど

から意見
いけん

をいただきました。そのほか、精神保健福祉分野
せいしんほけんふくしぶんや

において当事者会設立
とうじしゃかいせつりつ

に向けた
むけた

支援
しえん

を行い
おこない

、その代表者
だいひょうしゃ

に精神保
せいしんほ

健福祉連絡協議会
けんふくしれんらくきょうぎかい

で意見
いけん

を述べて
のべて

いただきました。引き続き
ひきつづき

、

種々
しゅじゅ

の障害者施策
しょうがいしゃしさく

の策定
さくてい

について、当事者
とうじしゃ

の意見
いけん

を反映
はんえい

できるし

くみで考えて
かんが

いきます。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

相談
そうだん

や 生活
せいかつ

支援
しえん

について

現在
げんざい

一人
ひとり

暮
ぐ

らしをしてい

るが、夜中
よなか

などに連絡
れんらく

で

きるところがなく不安
ふあん

で

ある。２４時間
じかん

体制
たいせい

の相
そう

談
だん

窓口
まどぐち

を作
つく

ってほしい。

　今年４月
ことし４がつ

に開設
かいせつ

した「障害者自立生活支援
しょうがいしゃじりつせいかつしえん

センターすだち」で

は、第１土曜日、第３土曜日
だい１どようび、　　　　だい３どようび

と年末年始
ねんまつねんし

を除く午前９時３０分
のぞく　　　ごぜん９じ３０ぷん

か

ら午後７時
ごご７じ

まで相談窓口
そうだんまどぐち

を開所
かいしょ

しています。また、窓口
まどぐち

が閉まっ
しまったあと

た後も、緊急時
きんきゅうじ

などの場合
ばあい

は、併設
へいせつ

してる入所施設
にゅうしょしせつ

「すだちの里
さと

すぎなみ」の職員
しょくいん

が相談
そうだん

の対応
たいおう

をしています。

障害者
しょうがいしゃ

のためのヘルパー

やボランティアをもっと

増
ふ

やしてほしい。

　区の障害者福祉会館
くのしょうがいしゃふくしかいかん

では、ガイドヘルパーの技術
ぎじゅつ

を高める
たかめる

ため

の研修
けんしゅう

を実施
じっし

し、18年度
ねんど

65人
にん

が受講
じゅこう

しました。この他
ほか

には手話
しゅわ

ボランティア養成会
ようせいかい

などを実施
じっし

しています。

　また、すぎのき生活園
せいかつえん

などの区立通所施設
くりつつうしょしせつ

５か所で、民間事業
みんかんじぎょう

者
しゃ

のヘルパーの研修
けんしゅう

を引き受け
ひきうけ

ています。昨年１年間
さくねん　　　ねんかん

に、研修
けんしゅう

を

受けた
うけた

ヘルパーや専門学校生
せんもんがっこうせい

は、約
やく

450人
にん

です。

一人
ひとり

暮
ぐ

らしになった時
とき

の

相談
そうだん

相手
あいて

やサポートをし

てくれる人
ひと

を一層
いっそう

充実
じゅうじつ

し

てほしい。

　オブリガードでは、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした日常
にちじょう

生活
せいかつ

の相談
そうだん

を

受け
うけ

ており、4月
つき

から9月末
げつまつ

までに、障害者
しょうがいしゃ

の方々
かたがた

からの114

件
けん

、関係機関
かんけいきかん

から140件
けん

の相談
そうだん

がありました。

　また、今年7月
ことし７がつ

から新た
あらた

に当事者
とうじしゃ

による「ピア電話相談
でんわそうだん

」を毎
まい

月1回開催
つき１かいかいさい

し、3か月間
げっかん

で19件
けん

の相談
そうだん

を受けて
うけ

います。さらに、

障害者同士
しょうがいしゃどうし

の支え合い
ささえあい

ができるように、ピアカンセリング講座
こうざ

を

1１月に3回開催
かいかいさい

するとともに、19年１月からは、「ピア相談員
そうだんいん

養成研修
ようせいけんしゅう

」を予定しています。

ヘルパー派遣
はけん

について、

決
き

まった曜日
ようび

、時間
じかん

でな

くても、臨機
りんき

応変
おうへん

に利用
りよう

できるようにしてほし

い。

　どうしても変更
へんこう

してほしい事情
じじょう

ができたときには、事業者
じぎょうしゃ

さん

に前
まえ

もってよく相談
そうだん

し、ヘルパーさんの都合
つごう

がつけば、決めら
き

れ

た支給時間
しきゅうじかん

の範囲
はんい

のなかで、決まった
き

曜日
ようび

、時間
じかん

でなくても利用
りよう

していただけるよう努めて
つとめ

います。

区役所
くやくしょ

のいくつかの窓口
まどぐち

に行
い

かなくても一
ひと

つの窓
まど

口
ぐち

に行
い

けば用
よう

が足
た

りるよ

うな生活
せいかつ

相談
そうだん

窓口
まどぐち

がほし

い。

　高齢者
こうれいしゃ

の地域
ちいき

の総合窓口
そうごうまどぐち

として今年度
こんねんど

から新たに
あらたに

地域包括支援
ちいきほうかつしえん

センターが20か所設置
しょせっち

されました。また、障害者
しょうがいしゃ

についても、今
こと

年
し

４月
つき

に自立生活支援
じりつせいかつしえん

センター1か所
ところ

を新設
しんせつ

し、計
けい

３か所
ところ

となり

ました。

　今後、地域的
こんご、　　　　ちいきてき

な配置
はいち

などを考慮
こうりょ

しながら、平成
へいせい

２３年度
ねんど

まで

に、あと４か所
ところ

の相談支援事業所
そうだんしえんじぎょうしょ

（累計
るいけい

で７か所
しょ

）を整備
せいび

して相
そう

談窓口
だんまどぐち

の充実
じゅうじつ

をすすめていきます。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

人
ひと

とのコミュニケーショ

ンを失
うしな

い、内
うち

にこもりが

ちな人
ひと

との生活
せいかつ

支援
しえん

をす

る場所
ばしょ

を増
ふ

やしてほし

い。

　精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とした生活支援
せいかつしえん

・憩い
いこい

の場
ば

としてはオブリ

ガードがあります。また、「障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

会館
かいかん

」や「すだちの里
さと

」

のオープンスペースも利用
りよう

できます。お問い合わせの上
　　　といあわせ　　　　　　　　　うえ

、ご利用
りよう

ください。

支援
しえん

してほしい事柄
ことがら

や内
ない

容
よう

が支援者
しえんしゃ

にうまく伝わ
つた

らない場合
ばあい

がある。自立
じりつ

への不安
ふあん

と戸惑
とまど

いを支援
しえんしゃ

者と一緒
いっしょ

に考
かんが

えていくた

めの、区
く

の取
と

り組
く

みを伺
うかが

う。

　区
く

は、「障害者福祉会館
しょうがいしゃふくしかいかん

」や「すだちの里
さと

」、「オブリガー

ド」にある各自立生活支援
かくじりつせいかつしえん

センターでの相談支援
そうだんしえん

の充実
じゅうじつ

に取
と

り組
く

んでいます。また、ヘルパーの技術向上
ぎじゅつこうじょう

のための研修
けんしゅう

などで、日
ひ

頃
ごろ

の利用者
りようしゃ

の要望
ようぼう

や意見
いけん

を伝え
つたえ

るように努め
つとめ

ています。

さらに、皆
みな

さんの不安
ふあん

や戸惑い
とまどい

を受け止め
うけとめ

、よりご本人
ほんにん

の立場
たちば

で

相談
そうだん

にのれるピアカウンセラーの育成
いくせい

も引き続き行い
ひきつづきおこない

、地域
ちいき

で活
か

躍
つやく

してもらう予定
よてい

です。

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

について

自立
じりつ

支援
しえん

法
ほう

により、作業
さぎょう

所
じょ

がなくなってしまうの

ではないかという不安
ふあん

が

あるが、どうなるのか。

　区
く

では、自立支援法
じりつしえんほう

の下
もと

で作業所
さぎょうじょ

が新
あら

たな障害福祉
しょうがいふくし

サービスに

移行
いこう

できるように、19年度
ねんど

から様々
さまざま

な移行支援策
いこうしえんさく

を実施
じっし

すること

を予定
よてい

しており、例えば
たと

、施設整備費
しせつせいびひ

や家賃代
やちんだい

の助成
じょせい

、作業所
さぎょうじょ

の

安定
あんてい

した運営
うんえい

のための助成
じょせい

などを行い
おこない

ます。

また、障害福祉
しょうがいふくし

サービスへの移行
いこう

が難しい
むずか

作業所
さぎょうじょ

については、地
ちい

域活動支援
きかつどうしえん

センターへの移行
いこう

を支援
しえん

するとともに、当面
とうめん

、小規模
しょうきぼさ

作業所
ぎょうじょ

として存続
そんぞく

する場合
ばあい

も地域活動支援
ちいきかつどうしえん

センターと同じ
おな

ような

支援
しえん

を行
おこな

います。

利用者負担
りようしゃふたん

の導入
どうにゅう

で、障
しょ

害者
うがいしゃ

は戸惑い
とまど

や不安
ふあん

を感
か

じ
ん

ている。自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

も含
ふく

め、今
いま

までどおり無
むりょ

料
う

にしてほしい。

　障害者自立支援法
しょうがいしゃじりつしえんほう

は、サービスにかかる費用
ひよう

の一部
いちぶ

を利用者
りようしゃ

に

も負担
ふたん

してもらい、事業
じぎょう

を皆
みな

で支え
ささ

ていこうというものですが、

世帯
せたい

の所得
しょとく

によって、又
また

、自立支援医療費
じりつしえんいりょうひ

では重症度
じゅうしょうど

に応じ
おうじ

て、

いろいろな減額
げんがく

や免除
めんじょ

のしくみが用意
ようい

されています。

　また、杉並区
すぎなみく

も独自
どくじ

の減額
げんがく

や免除
めんじょ

のしくみを４月
がつ

から導入
どうにゅう

して

いますが、国
くに

も現在
げんざい

、改
あらた

めて低所得者
ていしょとくしゃ

の負担
ふたん

を軽く
かる

することを検
け

討
んとう

しています。今後
こんご

とも、国
くに

の動向
どうこう

や障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

たちの生活
せいかつ

実態
じったい

を踏
ふ

まえ、区
く

として必要
ひつよう

な取
と

り組
く

みを検討
けんとう

してまいります。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

給食費
きゅうしょくひ

や交通
こうつう

費
ひ

を今
いま

まで

どおり出
だ

してほしい。

　給食
きゅうしょく

費は、自宅
じたく

で生活している人
ひと

とのバランスを踏
ふ

まえ、実費
じっぴふ

負担化
たんか

が行われ
おこな

たものですが、利用者負担
りようしゃふたん

が少
すこ

しでも軽
かる

くなるよ

う、区民税非課税世帯
くみんぜいひかぜいせたい

および均等割課税世帯
きんとうわりかぜいせたい

に対
たい

しては区
く

が経費
けいひ

の一部
いちぶ

を助成
じょせい

し、一食
いっしょく

230円
えん

の実質食材料費
じっしつしょくざいりょうひ

のみにしています。

　また、交通費
こうつうひ

についても、施設
しせつ

の種類
しゅるい

によって違い
ちがい

はあります

が、24年
とし

３月
つき

まで区
く

が一部
いちぶ

また全部
ぜんぶ

を助成
じょせい

する予定
よてい

です。

障害程度区分
しょうがいていどくぶん

の認定
にんてい

等
とう

に

際して、各
かく

個人
こじん

の状況
じょうきょう

を

十分
じゅうぶん

に聞
き

き取
と

りしてほし

い。また、心身
しんしん

状況
じょうきょう

の悪
あっ

化
か

に伴
ともな

う変更
へんこう

を速
すみ

やかに

できるようにしてほし

い。

障害区分認定
しょうがいくぶんにんてい

やサービス支給量決定
しきゅうりょうけってい

の際
さい

には、心身
しんしん

の状況
じょうきょう

を詳し
くわしく

く伺い
うかが

、特記事項
とっきじこう

の調査票
ちょうさひょう

を作成
さくせい

するなどして決定
けってい

に反映
はんえい

するよ

う配慮
はいりょ

しています。緊急時
きんきゅうじ

のサービス支給決定
しきゅうけってい

についてもすみや

かな対応
たいおう

に努め
つとめ

ています。

「 住
す

まい」について

都営住宅
とえいじゅうたく

、区営住宅
くえいじゅうたく

への

優先入居
ゆうせんにゅうきょ

を希望
きぼう

する。ま

た、引越
ひっこ

しできるように

費用
ひよう

や制度
せいど

、方法
ほうほう

などを

検討
けんとう

してもらえないか。

　都営の家族向け住宅で
とえい　　　かぞくむけ　　じゅうたく

は、障害を持った方がいる世帯の当選倍
しょうがい　　　も　　　　　　　かた　　　　　　　　　　せたい　　　　とうせん

率
ばいりつ

が優遇
ゆうぐう

される制度
せいど

があるほか、心身障害者向けの住宅
しんしんしょうがいしゃむ　　　　　　　じゅうたく

の募集
ぼしゅう

を

行っています。また、区営住宅
くえいじゅうたく

では戸数
こすう

が少ない
すく

こともあり、所
しょ

得基準
とくきじゅん

の緩和以外
かんわいがい

、優遇抽選等
ゆうぐうちゅうせんなど

は行って
おこ

おりません。  ただ、都
とえ

営住宅
いじゅうたく

の移管
いかん

に伴い車椅子対応
ともな　　　くるまいすたいおう

の住宅
じゅうたく

が現在６戸
げんざい　　　　こ

になっており、

空家
あきや

が生じた
しょう

場合
ばあい

、個別
こべつ

に募集
ぼしゅう

をしております。

いつまでにどの位
くらい

のグ

ループホームを作
つく

るの

か。入居
にゅうきょ

したいときは、

どこに希望
きぼう

すればよいの

か。

　１８年
ねん

３月
つき

に永住型知的障害者
えいじゅうがたちてきしょうがいしゃ

グループホーム2所
ねん

が開設
かいせつ

さ

れ、現在訓練型（体験型）
げんざいくんれんがた（たいけんがた）

グループホーム５ヶ所
ねん

、永住型
えいじゅうがた

グルー

プホーム１７ヶ所
しょ

となっています。さらに、１９年
ねん

８月
がつ

に２ヶ

所
しょ

、開設
かいせつ

に向け
むけ

て準備
じゅんび

を進め
すすめ

ています。また、重度身体障害者
じゅうどしんたいしょうがいしゃ

グ

ループホーム1所
しょ

が18年
ねん

3月
つき

に開設
かいせつ

されています。

　グループホームへの入居
にゅうきょ

に関し
かん

ては、福祉事務所
ふくしじむしょ

がグループ

ホームの特徴や費用、空状況、入居
とくちょう　　　ひよう　　　　あきじょうきょう　　　にゅうきょ

に向けて
む

の見学
けんがく

などの相談
そうだん

に

応じて
おう

います。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

のグループ

ホームを１０箇所
かしょ

にして

ほしい。永住型
えいじゅうがた

のグルー

プホーム、福祉
ふくし

ホームも

増やし
ふ

てほしい。

　精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

を主な対象
おも　　　たいしょう

とした永住型
えいじゅうがた

グループホームが18年12
　　　　　ねん　　　

月
　がつ

に新たに
あら

1所開設
　　　しょかいせつ

しました。また、これまで福祉
ふくし

ホームだった

１所
　　　しょ

が、10月
　　　　がつ

から訓練型
くんれんがた

グループホーム２所
　　　しょ

に分かれ事業
わ　　　　　　　じぎょう

を行う
おこな

ことになり、精神障害者
せいしんしょうがいしゃ

のグループホームは合計
ごうけい

で６所
　　　しょ

になりま

したました。

今後
こんご

も区
く

は「すぎなみ五つ星
いつつほし

プラン」「杉並区障害福祉計画
すぎなみくしょうがいふくしけいかく

」に

基づい
もと

て計画的
けいかくてき

に整備
せいび

してまいります。

アパートを借
か

りるための

保証人
ほしょうにん

を探
さが

すのが難
むずか

しい

場合
ばあい

、区
く

が保証人
ほしょうにん

になっ

てほしい。

　区
く

が直接
ちょくせつ

アパートを借
か

りる際
さい

の保証人
ほしょうにん

になることはできません

が、財団法人高齢者住宅財団
ざいだんほうじんこうれいしゃじゅうたくざいだん

で障害者世帯
しょうがいしゃせたい

に対する家賃債務保証
たい　　　　　　　やちんさいむほしょう

を行
おこな

っているほか、家賃
やちん

債務
さいむ

保証
ほしょう

を行
おこな

う民間
みんかん

の保障
ほしょう

会社
がいしゃ

もあり、

区
く

から紹介
しょうかい

をしています。

精神科
せいしんか

医療
いりょう

の 充実
じゅうじつ

、 精神
せいしん

疾患
しっかん

への 理解
りかい

等
とう

について

精神
せいしん

科
か

の診療
しんりょう

時間
じかん

が短
みじか

い。また働
はたら

いている人
ひと

に

は受診
じゅしん

しにくい診療
しんりょう

時間
じかん

になっているので改善
かいぜん

し

てほしい。

　最近
さいきん

は、予約制
よやくせい

で診療
しんりょう

を行
おこな

う精神科
せいしんか

クリニックも多
おお

くなってい

ます。診療
しんりょう

時間
じかん

も夜間
やかん

診療
しんりょう

を行
おこな

うところも増
ふ

え、働
はたら

く人
ひと

も利用
りよう

が

しやすくなっています。医療
いりょう

機関
きかん

の案内
あんない

につきましては、保健
ほけんじょ

所・保健
ほけん

センターにお問
と

い合
あ

わせください。

精神
せいしん

科
か

の２４時間
じかん

医療
いりょう

体
た

制
いせい

の確立
かくりつ

をお願
ねが

いした

い。

　精神科
せいしんか

の24時間医療体制
じかんいりょうたいせい

については、東京都
とうきょうと

により夜間休日
やかんきゅうじつ

を

含めた精神科救急医療体制
ふく　　　　　　　せいしんかきゅうきゅういりょうたいせい

が構築
こうちく

されています。東京都
とうきょうと

との連絡
れんらく

会
かい

等
とう

で要望
ようぼう

はお伝
つた

えしています。

精神
せいしん

疾患
しっかん

に関
かん

する知識
ちしき

を

学校
がっこう

教育
きょういく

の時期
じき

から早期
そうき

に教
おし

えていくべきだと思
おも

うが、どうか。

　心
こころ

の健康
けんこう

に関する学習
　　　かん　　　　　　がくしゅう

は、全
ぜん

４４小学校
しょうがっこう

５・６年生
ねんせい

での保健
ほけん

の

授業
じゅぎょう

、全
ぜん

２３中学校
ちゅうがっこう

での保健体育
ほけんたいいく

の授業
じゅぎょう

で行って
おこ

います。

また、総合的
そうごうてき

な学習
がくしゅう

の時間等
じかんなど

において、児童生徒
じどうせいと

が障害者
しょうがいしゃ

との交
こう

流
りゅう

を行う
おこ

活動
かつどう

を継続的
けいぞくてき

に実施
じっし

している学校
がっこう

もあります。さらに福
ふく

祉教育
しきょういく

としては、１８年度
ねんど

は全
ぜん

４４小学校
しょうがっこう

と中学校
ちゅうがっこう

２２校
こう

が実施
じっし

しています。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

杉並区
すぎなみく

において「うつ

病
びょう

、自殺
じさつ

防止
ぼうし

、予防
よぼう

対策
たいさく

プロジェクトチーム」の

設置
せっち

を提起
ていき

する。

　区
く

では、１８年
ねん

２月
がつ

に「働き盛り
はたら　　ざかり

のうつ病講座
びょうこうざ

」、１０月
がつ

に

「家族
かぞく

のためのうつ病講座
　　　　　　　びょうこうざ

」、１１月
がつ

に一般区民向け
いっぱんくみんむけ

「うつ病講
　　　　　　びょうこ

座
うざ

」を開催
かいさい

し、うつ病
　　　　　びょう

に対する
たい

普及・啓発
ふきゅう・けいはつ

を強化
きょうか

しています。ま

た、１１月
がつ

からは家族
かぞく

の会
かい

を立ち上
たちあげ

げ、家族
かぞく

に対
たい

する支援
しえん

も開始
かいし

しました。

　さらに、平成
へいせい

１８年
ねん

１０月
がつ

には健康都市杉並庁内推進会議
けんこうとしすぎなみちょうないすいしんかいぎ

のも

とに「自殺対策部会
じさつたいさくぶかい

」を設け
もう

、杉並区
すぎなみく

の自殺
じさつ

の現状及び自殺予防
げんじょうおよ　　　　じさつよぼうた

対策
いさく

について全庁的
ぜんちょうてき

に検討
けんとう

を進め
すすめ

ています。

バリアフリーについて

バリアフリー化
か

したお店
みせ

に対
たい

して改修
かいしゅう

費用
ひよう

の補助
ほじょ

や税金
ぜいきん

の優遇
ゆうぐう

措置
そち

をして

ほしい。

　商店
しょうてん

のバリアフリーについては、改修費用
かいしゅうひよう

の助成
じょせい

は行って
おこ

おり

ませんが、産業融資資金
さんぎょうゆうししきん

（融資
ゆうし

あっせん制度
せいど

）において、商店
しょうてん

の

バリアフリー化
か

のための設備資金
せつびしきん

の融資
ゆうし

を低利
ていり

であっせんしてい

ます。

各
かく

商店街
しょうてんがい

の事務
じむ

所
しょ

などに

多目的
たもくてき

トイレを設置
せっち

し、

常時
じょうじ

使
つか

えるようにしたら

どうか。

　商店街
しょうてんがい

の買物
かいもの

客
きゃく

の休憩
きゅうけい

スペースである「街
まち

の駅
えき

」の整備
せいび

に対
たい

す

る補助
ほじょ

制度
せいど

を平成
へいせい

１８年度
ねんど

に開始
かいし

しました。「街の駅
まち　　えき

」には、誰
だれ

でも利用
りよう

できるトイレを設置
せっち

します。今度
こんど

１ヶ所
しょ

（西武井荻商店
せいぶいおぎしょうてんが

街
い

）整備
せいび

予定
よてい

します。

障害者
しょうがいしゃ

だけでなく、高齢
こうれい

者
しゃ

や小
ちい

さな子
こ

ども連
つ

れの

家族
かぞく

にも優
やさ

しいまちづく

りを考
かんが

えることは、商店
しょうて

街
んがい

の活性化
かっせいか

などにつなが

るのではないか。

　駅及び駅周辺
えきおよびえきしゅうへん

の整備
せいび

については、区
く

、交通事業者や道路管理
こうつうじぎょうしゃ　　　　　　　どうろかんりしゃ

者、障害者団体や高齢者団体等
しょうがいしゃだんたい　　こうれいしゃだんたいなど

の代表
だいひょう

の方
かた

が参加
さんか

して策定
さくてい

した

「杉並区交通
すぎなみくこうつう

バリアフリー基本構想
きほんこうそう

」に基づき
もと

、京王線高井戸駅
けいおうせんたかいどえきまえ

前のエレベーターの設置
せっち

をはじめ、歩道の改修
ほどう　　　　かいしゅう

やエレベーター・

エスカレーターの設置
せっち

などを計画的
けいかくてき

に進めて
すす

います。

　今後
こんご

とも、多
おお

くの区民
くみん

の方々
かたがた

のご意見
いけん

をうかがいながら、まち

づくりを進
すす

めていきます。

災害時対応
さいがいじたいおう

について

たすけあいネットワーク

について、もっと積極的
せっきょくてき

に障害者
しょうがいしゃ

に情報
じょうほう

を提供
ていきょう

す

る方法
ほうほう

は無い
な

のか。まだ

PR不足
ふそく

のように思
おも

う。

　たすけ合
あ

いネットワークへの登録
とうろく

は、この一年
いちねん

で約
やく

2倍
ばい

となり

ましたが、19年度
ねんど

からは、新
あら

たに災害
さいがい

時
じ

要
よう

援護
えんご

者
しゃ

に対
たい

して個別
こべつ

の

勧奨
かんしょう

通知
つうち

を行
おこな

い、周知
しゅうち

活動
かつどう

を今
いま

まで以上
いじょう

に強化
きょうか

していく予定
よてい

で

す。

また、障害者
しょうがいしゃ

のためのホームページの立
た

ち上
あ

げも予定
よてい

しています

ので、インターネットを活用
かつよう

した情報
じょうほう

提供
ていきょう

も充実
じゅうじつ

することとなり

ます。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

このネットワークは、地
じし

震
ん

の時
とき

のみを想定
そうてい

してい

るように思う
おも

が、水害
すいがい

時
とき

にはどのように活用
かつよう

して

いくのか。

　今年度
こんねんど

は、区
く

が作成
さくせい

した防災
ぼうさい

ハザードマップをもとに、民生
みんせい

委
い

員
いん

が水害
すいがい

危険
きけん

度
ど

の高
たか

い地区
ちく

の登録
とうろく

者
しゃ

を訪問
ほうもん

し、緊急
きんきゅう

連絡
れんらく

の方法
ほうほう

を

確認
かくにん

しました。また、19年度
ねんど

からは、登録
とうろく

者
しゃ

に対
たい

して個別
こべつ

に避難
ひなん

支援
しえん

プランを作成
さくせい

していくことを予定
よてい

しており、水害
すいがい

を含
ふく

めた災
さい

害
がい

時
じ

に、実際
じっさい

に活用
かつよう

できるように準備
じゅんび

を進
すす

めてまいります。

「助け合い
たすけあい

ネットワー

ク」では実際
じっさい

に災害
さいがい

が起
おき

きた場合
ばあい

を想定
そうてい

したシ

ミュレーションや訓練
くんれん

な

ど行な
おこ

っているのか。

　今年
ことし

度
ど

、９月
がつ

に行
おこな

われた桃井第三小学校
ももいだいさんしょうがっこう

震災
しんさい

救援
きゅうえん

所
じょ

の震災
しんさい

訓練
くんれん

において、地域
ちいき

のたすけあいネットワーク登録者
とうろくしゃ

も参加
さんか

した「モ

デル訓練
くんれん

」を実施
じっし

しました。事前
じぜん

に個別
こべつ

支援
しえん

プランの作成
さくせい

や避難
ひなん

支援
しえん

者
しゃ

も確保
かくほ

など、民生
みんせい

委員
いいん

と震災
しんさい

救援
きゅうえん

諸
しょ

連絡
れんらく

会
かい

の方
かた

たちと区
く

が

訓練
くんれん

内容
ないよう

の打
う

ち合
あ

わせを行
おこな

って実施
じっし

したものであり、この成果
せいか

を、今後
こんご

さらに多
おお

くの震災
しんさい

救援
きゅうえん

所
じょ

に広
ひろ

げていきたいと考
かんが

えていま

す。

第一次救援所
だいいちじきゅうえんじょ

とされる公
こう

立
りつ

の小中学校
しょうちゅうがっこう

などの、バ

リアフリー化
か

についてど

のように考え
かんが

ているの

か。

　小中学校
しょうちゅうがっこう

のバリアフリー化
か

については、今
こん

夏休
なつやす

み中
ちゅう

に、全校
ぜんこう

の

調査
ちょうさ

を終
お

えたところです。調査
ちょうさ

結果
けっか

に基
もと

づき、年次
ねんじ

計画
けいかく

にて実施
じっし

対応
たいおう

していきます。

災害
さいがい

時
じ

に備
そな

え、どのよう

なものを用意
ようい

しておいた

らよいのか、具体的
ぐたいてき

なマ

ニュアルのようなものが

あれば便利
べんり

だと思う
おも

が、

どうか。

　障害者自身
しょうがいしゃじしん

が用意
ようい

しておいたほうがよいものや、備蓄
びちく

するもの

については、現在検討
げんざいけんとう

を進め
すすめ

ているところです。

その他

済
さい

美
び

日曜
にちよう

教室
きょうしつ

の回数
かいすう

が減
へ

りクラブ活動
かつどう

も減
へ

った

が、回数
かいすう

を増
ふ

やすことは

難
むずか

しいのか。

　済美日曜教室
せいびにちようきょうしつ

においては、普段
ふだん

の行事
ぎょうじ

を含め
ふくめ

、特
とく

に参加者
さんかしゃ

に関
か

心
んしん

のある「春の遠足
はるのえんそく

」をはじめとした３回
かい

の課外行事
かがいぎょうじ

の内容
ないよう

の充
じゅ

実
うじつ

を図り
はかり

ました。
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現在
げんざい

の取組
とりくみ

状況
じょうきょう

（概要
がいよう

）質問
しつもん

の要旨
ようし

障害者
しょうがいしゃ

区議会
くぎかい

での提言
ていげん

内
ない

容
よう

について、当事者
とうじしゃ

に対
たい

して中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

を書面等
しょめんとう

で

連絡
れんらく

願
ねが

いたい。

　今年度
こんねんど

は意見（提言）
いけん（ていげん）

に関する取組状況
かん　　　　　　とりくみじょうきょう

の取り
とり

まとめが遅れ
おくれ

て

しまいましたが、今後
こんご

、もう少し早い時期
すこ　　　　はや　　　じき

に報告
ほうこく

できるよう努力
どりょく

します。

民生委員
みんせいいいん

が把握
はあく

している

障害者個人
しょうがいしゃこじん

の住所
じゅうしょ

などの

個人情報
こじんじょうほう

について、個人
こじん

情報
じょうほう

保護
ほご

のためにどのよ

うな対策
たいさく

が取られ
と

ている

のか。

　民生委員
みんせいいいん

には、職務上知り得た
しょくむじょう　　　しりえた

秘密
ひみつ

を漏ら
も

してはならない守秘
しゅひぎ

義務
む

があり、個人情報
こじんじょうほう

は厳格
げんかく

に取り扱わ
と　　　　あつか

れることが義務
ぎむ

づけられ

ています。　また、活動
かつどう

を始め
はじ

る前
まえ

に全員
ぜんいん

が個人情報
こじんじょうほう

の保護
ほご

につ

いての研修
けんしゅう

を受講
じゅこう

しています。

　さらに、民生委員協議会
みんせいいいんきょうぎかい

においても繰り返し個人情報保護
　く　　　　　か　　　　　こじんじょうほうほご

のた

めの注意
ちゅうい

を喚起
かんき

し、具体的
ぐたいてき

な事例
じれい

を示す
しめ

などの説明
せつめい

を行う
おこな

など、

個人
こじん

情報
じょうほう

の保護
ほご

には十分
じゅうぶん

に留意
りゅうい

をしていただいています。
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